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商法 
 

（明治三十二年三月九日法律第四十八号） 
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第一編 総則 

第一章 通則 

 

（趣旨等） 

第一条 商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるもの

を除くほか、この法律の定めるところによる。 

２ 商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないと

きは、民法（明治二十九年法律第八十九号）の定めるところによる。 

 

（公法人の商行為） 

第二条 公法人が行う商行為については、法令に別段の定めがある場合を除き、この法

律の定めるところによる。 

 

（一方的商行為） 

第三条 当事者の一方のために商行為となる行為については、この法律をその双方に適

用する。 

２ 当事者の一方が二人以上ある場合において、その一人のために商行為となる行為に

ついては、この法律をその全員に適用する。 

 

第二章 商人 

 

（定義） 

第四条 この法律において「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とす

る者をいう。 

２ 店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業

を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。 

 

（未成年者登記） 

第五条 未成年者が前条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。 

 

（後見人登記） 

第六条 後見人が被後見人のために第四条の営業を行うときは、その登記をしなければ

ならない。 

２ 後見人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 

 

（小商人） 

第七条 第五条、前条、次章、第十一条第二項、第十五条第二項、第十七条第二項前段、

第五章及び第二十二条の規定は、小商人（商人のうち、法務省令で定めるその営業の

ために使用する財産の価額が法務省令で定める金額を超えないものをいう。）につい

ては、適用しない。 
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第三章 商業登記 

 

（通則） 

第八条 この編の規定により登記すべき事項は、当事者の申請により、商業登記法（昭

和三十八年法律第百二十五号）の定めるところに従い、商業登記簿にこれを登記する。 

 

（登記の効力） 

第九条 この編の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善

意の第三者に対抗することができない。登記の後であっても、第三者が正当な事由に

よってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。 

２ 故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをも

って善意の第三者に対抗することができない。 

 

（変更の登記及び消滅の登記） 

第十条 この編の規定により登記した事項に変更が生じ、又はその事項が消滅したとき

は、当事者は、遅滞なく、変更の登記又は消滅の登記をしなければならない。 

 

第四章 商号 

 

（商号の選定） 

第十一条 商人（会社及び外国会社を除く。以下この編において同じ。）は、その氏、

氏名その他の名称をもってその商号とすることができる。 

２ 商人は、その商号の登記をすることができる。 

 

（他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止） 

第十二条 何人も、不正の目的をもって、他の商人であると誤認されるおそれのある名

称又は商号を使用してはならない。 

２ 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は

侵害されるおそれがある商人は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれ

がある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 

 

（過料） 

第十三条 前条第一項の規定に違反した者は、百万円以下の過料に処する。 

 

（自己の商号の使用を他人に許諾した商人の責任） 

第十四条 自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人に許諾した商人は、当

該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と

連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。 

 

（商号の譲渡） 
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第十五条 商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡

することができる。 

２ 前項の規定による商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができ

ない。 

 

（営業譲渡人の競業の禁止） 

第十六条 営業を譲渡した商人（以下この章において「譲渡人」という。）は、当事者

の別段の意思表示がない限り、同一の市町村（東京都の特別区の存する区域及び地方

自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあ

っては、区。以下同じ。）の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、

その営業を譲渡した日から二十年間は、同一の営業を行ってはならない。 

２ 譲渡人が同一の営業を行わない旨の特約をした場合には、その特約は、その営業を

譲渡した日から三十年の期間内に限り、その効力を有する。 

３ 前二項の規定にかかわらず、譲渡人は、不正の競争の目的をもって同一の営業を行

ってはならない。 

 

（譲渡人の商号を使用した譲受人の責任等） 

第十七条 営業を譲り受けた商人（以下この章において「譲受人」という。）が譲渡人

の商号を引き続き使用する場合には、その譲受人も、譲渡人の営業によって生じた債

務を弁済する責任を負う。 

２ 前項の規定は、営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人が譲渡人の債務を弁済する責

任を負わない旨を登記した場合には、適用しない。営業を譲渡した後、遅滞なく、譲

受人及び譲渡人から第三者に対しその旨の通知をした場合において、その通知を受け

た第三者についても、同様とする。 

３ 譲受人が第一項の規定により譲渡人の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡人

の責任は、営業を譲渡した日後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対し

ては、その期間を経過した時に消滅する。 

４ 第一項に規定する場合において、譲渡人の営業によって生じた債権について、その

譲受人にした弁済は、弁済者が善意でかつ重大な過失がないときは、その効力を有す

る。 

 

（譲受人による債務の引受け） 

第十八条 譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用しない場合においても、譲渡人の営業

によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたときは、譲渡人の債権者は、その譲

受人に対して弁済の請求をすることができる。 

２ 譲受人が前項の規定により譲渡人の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡人の

責任は、同項の広告があった日後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対

しては、その期間を経過した時に消滅する。 

 

第五章 商業帳簿 
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第十九条 商人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。 

２ 商人は、その営業のために使用する財産について、法務省令で定めるところにより、

適時に、正確な商業帳簿（会計帳簿及び貸借対照表をいう。以下この条において同

じ。）を作成しなければならない。 

３ 商人は、帳簿閉鎖の時から十年間、その商業帳簿及びその営業に関する重要な資料

を保存しなければならない。 

４ 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、商業帳簿の全部又は一

部の提出を命ずることができる。 

 

第六章 商業使用人 

 

（支配人） 

第二十条 商人は、支配人を選任し、その営業所において、その営業を行わせることが

できる。 

 

（支配人の代理権） 

第二十一条 支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行

為をする権限を有する。 

２ 支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。 

３ 支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 

 

（支配人の登記） 

第二十二条 商人が支配人を選任したときは、その登記をしなければならない。支配人

の代理権の消滅についても、同様とする。 

 

（支配人の競業の禁止） 

第二十三条 支配人は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。 

一 自ら営業を行うこと。 

二 自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。 

三 他の商人又は会社若しくは外国会社の使用人となること。 

四 会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。 

２ 支配人が前項の規定に違反して同項第二号に掲げる行為をしたときは、当該行為に

よって支配人又は第三者が得た利益の額は、商人に生じた損害の額と推定する。 

 

（表見支配人） 

第二十四条 商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当

該営業所の営業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。ただ

し、相手方が悪意であったときは、この限りでない。 

 

（ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人） 

第二十五条 商人の営業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当
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該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。 

２ 前項の使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 

 

（物品の販売等を目的とする店舗の使用人） 

第二十六条 物品の販売等（販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。以下この条

において同じ。）を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする

権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。 

 

第七章 代理商 

 

（通知義務） 

第二十七条 代理商（商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介

をする者で、その商人の使用人でないものをいう。以下この章において同じ。）は、

取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく、商人に対して、その旨の通知を発しな

ければならない。 

 

（代理商の競業の禁止） 

第二十八条 代理商は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。 

一 自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。 

二 その商人の営業と同種の事業を行う会社の取締役、執行役又は業務を執行する社

員となること。 

２ 代理商が前項の規定に違反して同項第一号に掲げる行為をしたときは、当該行為に

よって代理商又は第三者が得た利益の額は、商人に生じた損害の額と推定する。 

 

（通知を受ける権限） 

第二十九条 物品の販売又はその媒介の委託を受けた代理商は、第五百二十六条第二項

の通知その他売買に関する通知を受ける権限を有する。 

 

（契約の解除） 

第三十条 商人及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、二箇月前までに予告

し、その契約を解除することができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、商人及び代理商は、い

つでもその契約を解除することができる。 

 

（代理商の留置権） 

第三十一条 代理商は、取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が

到来しているときは、その弁済を受けるまでは、商人のために当該代理商が占有する

物又は有価証券を留置することができる。ただし、当事者が別段の意思表示をしたと

きは、この限りでない。 

 

第八章 雑則 
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第三十二条 この法律の規定により署名すべき場合には、記名押印をもって、署名に代

えることができる。 

 

第三十三条 削除 

 

第三十四条 削除 

 

第三十五条 削除 

 

第三十六条 削除 

 

第三十七条 削除 

 

第三十八条 削除 

 

第三十九条 削除 

 

第四十条 削除 

 

第四十一条 削除 

 

第四十二条 削除 

 

第四十三条 削除 

 

第四十四条 削除 

 

第四十五条 削除 

 

第四十六条 削除 

 

第四十七条 削除 

 

第四十八条 削除 

 

第四十九条 削除 

 

第五十条 削除 

 

第五十一条 削除 
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第五十二条 削除 

 

第五十三条 削除 

 

第五十四条 削除 

 

第五十五条 削除 

 

第五十六条 削除 

 

第五十七条 削除 

 

第五十八条 削除 

 

第五十九条 削除 

 

第六十条 削除 

 

第六十一条 削除 

 

第六十二条 削除 

 

第六十三条 削除 

 

第六十四条 削除 

 

第六十五条 削除 

 

第六十六条 削除 

 

第六十七条 削除 

 

第六十八条 削除 

 

第六十九条 削除 

 

第七十条 削除 

 

第七十一条 削除 
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第七十二条 削除 

 

第七十三条 削除 

 

第七十四条 削除 

 

第七十五条 削除 

 

第七十六条 削除 

 

第七十七条 削除 

 

第七十八条 削除 

 

第七十九条 削除 

 

第八十条 削除 

 

第八十一条 削除 

 

第八十二条 削除 

 

第八十三条 削除 

 

第八十四条 削除 

 

第八十五条 削除 

 

第八十六条 削除 

 

第八十七条 削除 

 

第八十八条 削除 

 

第八十九条 削除 

 

第九十条 削除 

 

第九十一条 削除 

 

第九十二条 削除 
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第九十三条 削除 

 

第九十四条 削除 

 

第九十五条 削除 

 

第九十六条 削除 

 

第九十七条 削除 

 

第九十八条 削除 

 

第九十九条 削除 

 

第百条 削除 

 

第百一条 削除 

 

第百二条 削除 

 

第百三条 削除 

 

第百四条 削除 

 

第百五条 削除 

 

第百六条 削除 

 

第百七条 削除 

 

第百八条 削除 

 

第百九条 削除 

 

第百十条 削除 

 

第百十一条 削除 

 

第百十二条 削除 
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第百十三条 削除 

 

第百十四条 削除 

 

第百十五条 削除 

 

第百十六条 削除 

 

第百十七条 削除 

 

第百十八条 削除 

 

第百十九条 削除 

 

第百二十条 削除 

 

第百二十一条 削除 

 

第百二十二条 削除 

 

第百二十三条 削除 

 

第百二十四条 削除 

 

第百二十五条 削除 

 

第百二十六条 削除 

 

第百二十七条 削除 

 

第百二十八条 削除 

 

第百二十九条 削除 

 

第百三十条 削除 

 

第百三十一条 削除 

 

第百三十二条 削除 

 

第百三十三条 削除 
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第百三十四条 削除 

 

第百三十五条 削除 

 

第百三十六条 削除 

 

第百三十七条 削除 

 

第百三十八条 削除 

 

第百三十九条 削除 

 

第百四十条 削除 

 

第百四十一条 削除 

 

第百四十二条 削除 

 

第百四十三条 削除 

 

第百四十四条 削除 

 

第百四十五条 削除 

 

第百四十六条 削除 

 

第百四十七条 削除 

 

第百四十八条 削除 

 

第百四十九条 削除 

 

第百五十条 削除 

 

第百五十一条 削除 

 

第百五十二条 削除 

 

第百五十三条 削除 
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第百五十四条 削除 

 

第百五十五条 削除 

 

第百五十六条 削除 

 

第百五十七条 削除 

 

第百五十八条 削除 

 

第百五十九条 削除 

 

第百六十条 削除 

 

第百六十一条 削除 

 

第百六十二条 削除 

 

第百六十三条 削除 

 

第百六十四条 削除 

 

第百六十五条 削除 

 

第百六十六条 削除 

 

第百六十七条 削除 

 

第百六十八条 削除 

 

第百六十九条 削除 

 

第百七十条 削除 

 

第百七十一条 削除 

 

第百七十二条 削除 

 

第百七十三条 削除 

 

第百七十四条 削除 
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第百七十五条 削除 

 

第百七十六条 削除 

 

第百七十七条 削除 

 

第百七十八条 削除 

 

第百七十九条 削除 

 

第百八十条 削除 

 

第百八十一条 削除 

 

第百八十二条 削除 

 

第百八十三条 削除 

 

第百八十四条 削除 

 

第百八十五条 削除 

 

第百八十六条 削除 

 

第百八十七条 削除 

 

第百八十八条 削除 

 

第百八十九条 削除 

 

第百九十条 削除 

 

第百九十一条 削除 

 

第百九十二条 削除 

 

第百九十三条 削除 

 

第百九十四条 削除 
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第百九十五条 削除 

 

第百九十六条 削除 

 

第百九十七条 削除 

 

第百九十八条 削除 

 

第百九十九条 削除 

 

第二百条 削除 

 

第二百一条 削除 

 

第二百二条 削除 

 

第二百三条 削除 

 

第二百四条 削除 

 

第二百五条 削除 

 

第二百六条 削除 

 

第二百七条 削除 

 

第二百八条 削除 

 

第二百九条 削除 

 

第二百十条 削除 

 

第二百十一条 削除 

 

第二百十二条 削除 

 

第二百十三条 削除 

 

第二百十四条 削除 

 

第二百十五条 削除 
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第二百十六条 削除 

 

第二百十七条 削除 

 

第二百十八条 削除 

 

第二百十九条 削除 

 

第二百二十条 削除 

 

第二百二十一条 削除 

 

第二百二十二条 削除 

 

第二百二十三条 削除 

 

第二百二十四条 削除 

 

第二百二十五条 削除 

 

第二百二十六条 削除 

 

第二百二十七条 削除 

 

第二百二十八条 削除 

 

第二百二十九条 削除 

 

第二百三十条 削除 

 

第二百三十一条 削除 

 

第二百三十二条 削除 

 

第二百三十三条 削除 

 

第二百三十四条 削除 

 

第二百三十五条 削除 
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第二百三十六条 削除 

 

第二百三十七条 削除 

 

第二百三十八条 削除 

 

第二百三十九条 削除 

 

第二百四十条 削除 

 

第二百四十一条 削除 

 

第二百四十二条 削除 

 

第二百四十三条 削除 

 

第二百四十四条 削除 

 

第二百四十五条 削除 

 

第二百四十六条 削除 

 

第二百四十七条 削除 

 

第二百四十八条 削除 

 

第二百四十九条 削除 

 

第二百五十条 削除 

 

第二百五十一条 削除 

 

第二百五十二条 削除 

 

第二百五十三条 削除 

 

第二百五十四条 削除 

 

第二百五十五条 削除 

 

第二百五十六条 削除 
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第二百五十七条 削除 

 

第二百五十八条 削除 

 

第二百五十九条 削除 

 

第二百六十条 削除 

 

第二百六十一条 削除 

 

第二百六十二条 削除 

 

第二百六十三条 削除 

 

第二百六十四条 削除 

 

第二百六十五条 削除 

 

第二百六十六条 削除 

 

第二百六十七条 削除 

 

第二百六十八条 削除 

 

第二百六十九条 削除 

 

第二百七十条 削除 

 

第二百七十一条 削除 

 

第二百七十二条 削除 

 

第二百七十三条 削除 

 

第二百七十四条 削除 

 

第二百七十五条 削除 

 

第二百七十六条 削除 
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第二百七十七条 削除 

 

第二百七十八条 削除 

 

第二百七十九条 削除 

 

第二百八十条 削除 

 

第二百八十一条 削除 

 

第二百八十二条 削除 

 

第二百八十三条 削除 

 

第二百八十四条 削除 

 

第二百八十五条 削除 

 

第二百八十六条 削除 

 

第二百八十七条 削除 

 

第二百八十八条 削除 

 

第二百八十九条 削除 

 

第二百九十条 削除 

 

第二百九十一条 削除 

 

第二百九十二条 削除 

 

第二百九十三条 削除 

 

第二百九十四条 削除 

 

第二百九十五条 削除 

 

第二百九十六条 削除 

 

第二百九十七条 削除 
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第二百九十八条 削除 

 

第二百九十九条 削除 

 

第三百条 削除 

 

第三百一条 削除 

 

第三百二条 削除 

 

第三百三条 削除 

 

第三百四条 削除 

 

第三百五条 削除 

 

第三百六条 削除 

 

第三百七条 削除 

 

第三百八条 削除 

 

第三百九条 削除 

 

第三百十条 削除 

 

第三百十一条 削除 

 

第三百十二条 削除 

 

第三百十三条 削除 

 

第三百十四条 削除 

 

第三百十五条 削除 

 

第三百十六条 削除 

 

第三百十七条 削除 
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第三百十八条 削除 

 

第三百十九条 削除 

 

第三百二十条 削除 

 

第三百二十一条 削除 

 

第三百二十二条 削除 

 

第三百二十三条 削除 

 

第三百二十四条 削除 

 

第三百二十五条 削除 

 

第三百二十六条 削除 

 

第三百二十七条 削除 

 

第三百二十八条 削除 

 

第三百二十九条 削除 

 

第三百三十条 削除 

 

第三百三十一条 削除 

 

第三百三十二条 削除 

 

第三百三十三条 削除 

 

第三百三十四条 削除 

 

第三百三十五条 削除 

 

第三百三十六条 削除 

 

第三百三十七条 削除 

 

第三百三十八条 削除 



22 

 

第三百三十九条 削除 

 

第三百四十条 削除 

 

第三百四十一条 削除 

 

第三百四十二条 削除 

 

第三百四十三条 削除 

 

第三百四十四条 削除 

 

第三百四十五条 削除 

 

第三百四十六条 削除 

 

第三百四十七条 削除 

 

第三百四十八条 削除 

 

第三百四十九条 削除 

 

第三百五十条 削除 

 

第三百五十一条 削除 

 

第三百五十二条 削除 

 

第三百五十三条 削除 

 

第三百五十四条 削除 

 

第三百五十五条 削除 

 

第三百五十六条 削除 

 

第三百五十七条 削除 

 

第三百五十八条 削除 
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第三百五十九条 削除 

 

第三百六十条 削除 

 

第三百六十一条 削除 

 

第三百六十二条 削除 

 

第三百六十三条 削除 

 

第三百六十四条 削除 

 

第三百六十五条 削除 

 

第三百六十六条 削除 

 

第三百六十七条 削除 

 

第三百六十八条 削除 

 

第三百六十九条 削除 

 

第三百七十条 削除 

 

第三百七十一条 削除 

 

第三百七十二条 削除 

 

第三百七十三条 削除 

 

第三百七十四条 削除 

 

第三百七十五条 削除 

 

第三百七十六条 削除 

 

第三百七十七条 削除 

 

第三百七十八条 削除 

 

第三百七十九条 削除 
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第三百八十条 削除 

 

第三百八十一条 削除 

 

第三百八十二条 削除 

 

第三百八十三条 削除 

 

第三百八十四条 削除 

 

第三百八十五条 削除 

 

第三百八十六条 削除 

 

第三百八十七条 削除 

 

第三百八十八条 削除 

 

第三百八十九条 削除 

 

第三百九十条 削除 

 

第三百九十一条 削除 

 

第三百九十二条 削除 

 

第三百九十三条 削除 

 

第三百九十四条 削除 

 

第三百九十五条 削除 

 

第三百九十六条 削除 

 

第三百九十七条 削除 

 

第三百九十八条 削除 

 

第三百九十九条 削除 
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第四百条 削除 

 

第四百一条 削除 

 

第四百二条 削除 

 

第四百三条 削除 

 

第四百四条 削除 

 

第四百五条 削除 

 

第四百六条 削除 

 

第四百七条 削除 

 

第四百八条 削除 

 

第四百九条 削除 

 

第四百十条 削除 

 

第四百十一条 削除 

 

第四百十二条 削除 

 

第四百十三条 削除 

 

第四百十四条 削除 

 

第四百十五条 削除 

 

第四百十六条 削除 

 

第四百十七条 削除 

 

第四百十八条 削除 

 

第四百十九条 削除 

 

第四百二十条 削除 
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第四百二十一条 削除 

 

第四百二十二条 削除 

 

第四百二十三条 削除 

 

第四百二十四条 削除 

 

第四百二十五条 削除 

 

第四百二十六条 削除 

 

第四百二十七条 削除 

 

第四百二十八条 削除 

 

第四百二十九条 削除 

 

第四百三十条 削除 

 

第四百三十一条 削除 

 

第四百三十二条 削除 

 

第四百三十三条 削除 

 

第四百三十四条 削除 

 

第四百三十五条 削除 

 

第四百三十六条 削除 

 

第四百三十七条 削除 

 

第四百三十八条 削除 

 

第四百三十九条 削除 

 

第四百四十条 削除 
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第四百四十一条 削除 

 

第四百四十二条 削除 

 

第四百四十三条 削除 

 

第四百四十四条 削除 

 

第四百四十五条 削除 

 

第四百四十六条 削除 

 

第四百四十七条 削除 

 

第四百四十八条 削除 

 

第四百四十九条 削除 

 

第四百五十条 削除 

 

第四百五十一条 削除 

 

第四百五十二条 削除 

 

第四百五十三条 削除 

 

第四百五十四条 削除 

 

第四百五十五条 削除 

 

第四百五十六条 削除 

 

第四百五十七条 削除 

 

第四百五十八条 削除 

 

第四百五十九条 削除 

 

第四百六十条 削除 

 

第四百六十一条 削除 
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第四百六十二条 削除 

 

第四百六十三条 削除 

 

第四百六十四条 削除 

 

第四百六十五条 削除 

 

第四百六十六条 削除 

 

第四百六十七条 削除 

 

第四百六十八条 削除 

 

第四百六十九条 削除 

 

第四百七十条 削除 

 

第四百七十一条 削除 

 

第四百七十二条 削除 

 

第四百七十三条 削除 

 

第四百七十四条 削除 

 

第四百七十五条 削除 

 

第四百七十六条 削除 

 

第四百七十七条 削除 

 

第四百七十八条 削除 

 

第四百七十九条 削除 

 

第四百八十条 削除 

 

第四百八十一条 削除 
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第四百八十二条 削除 

 

第四百八十三条 削除 

 

第四百八十四条 削除 

 

第四百八十五条 削除 

 

第四百八十六条 削除 

 

第四百八十七条 削除 

 

第四百八十八条 削除 

 

第四百八十九条 削除 

 

第四百九十条 削除 

 

第四百九十一条 削除 

 

第四百九十二条 削除 

 

第四百九十三条 削除 

 

第四百九十四条 削除 

 

第四百九十五条 削除 

 

第四百九十六条 削除 

 

第四百九十七条 削除 

 

第四百九十八条 削除 

 

第四百九十九条 削除 

 

第五百条 削除 

 

第二編 商行為 

第一章 総則 
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（絶対的商行為） 

第五百一条 次に掲げる行為は、商行為とする。 

一 利益を得て譲渡する意思をもってする動産、不動産若しくは有価証券の有償取得

又はその取得したものの譲渡を目的とする行為 

二 他人から取得する動産又は有価証券の供給契約及びその履行のためにする有償取

得を目的とする行為 

三 取引所においてする取引 

四 手形その他の商業証券に関する行為 

 

（営業的商行為） 

第五百二条 次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とする。ただし、専ら

賃金を得る目的で物を製造し、又は労務に従事する者の行為は、この限りでない。 

一 賃貸する意思をもってする動産若しくは不動産の有償取得若しくは賃借又はその

取得し若しくは賃借したものの賃貸を目的とする行為 

二 他人のためにする製造又は加工に関する行為 

三 電気又はガスの供給に関する行為 

四 運送に関する行為 

五 作業又は労務の請負 

六 出版、印刷又は撮影に関する行為 

七 客の来集を目的とする場屋における取引 

八 両替その他の銀行取引 

九 保険 

十 寄託の引受け 

十一 仲立ち又は取次ぎに関する行為 

十二 商行為の代理の引受け 

十三 信託の引受け 

 

（附属的商行為） 

第五百三条 商人がその営業のためにする行為は、商行為とする。 

２ 商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。 

 

（商行為の代理） 

第五百四条 商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であ

っても、その行為は、本人に対してその効力を生ずる。ただし、相手方が、代理人が

本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすること

を妨げない。 

 

（商行為の委任） 

第五百五条 商行為の受任者は、委任の本旨に反しない範囲内において、委任を受けて

いない行為をすることができる。 
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（商行為の委任による代理権の消滅事由の特例） 

第五百六条 商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては、消滅しない。 

 

（対話者間における契約の申込み） 

第五百七条 商人である対話者の間において契約の申込みを受けた者が直ちに承諾をし

なかったときは、その申込みは、その効力を失う。 

 

（隔地者間における契約の申込み） 

第五百八条 商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申込みを受

けた者が相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは、その効力

を失う。 

２ 民法第五百二十三条の規定は、前項の場合について準用する。 

 

（契約の申込みを受けた者の諾否通知義務） 

第五百九条 商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受け

たときは、遅滞なく、契約の申込みに対する諾否の通知を発しなければならない。 

２ 商人が前項の通知を発することを怠ったときは、その商人は、同項の契約の申込み

を承諾したものとみなす。 

 

（契約の申込みを受けた者の物品保管義務） 

第五百十条 商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その

申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したときであっても、

申込者の費用をもってその物品を保管しなければならない。ただし、その物品の価額

がその費用を償うのに足りないとき、又は商人がその保管によって損害を受けるとき

は、この限りでない。 

 

（多数当事者間の債務の連帯） 

第五百十一条 数人の者がその一人又は全員のために商行為となる行為によって債務を

負担したときは、その債務は、各自が連帯して負担する。 

２ 保証人がある場合において、債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであ

るとき、又は保証が商行為であるときは、主たる債務者及び保証人が各別の行為によ

って債務を負担したときであっても、その債務は、各自が連帯して負担する。 

 

（報酬請求権） 

第五百十二条 商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当

な報酬を請求することができる。 

 

（利息請求権） 

第五百十三条 商人間において金銭の消費貸借をしたときは、貸主は、法定利息（次条

の法定利率による利息をいう。以下同じ。）を請求することができる。 

２ 商人がその営業の範囲内において他人のために金銭の立替えをしたときは、その立
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替えの日以後の法定利息を請求することができる。 

 

（商事法定利率） 

第五百十四条 商行為によって生じた債務に関しては、法定利率は、年六分とする。 

 

（契約による質物の処分の禁止の適用除外） 

第五百十五条 民法第三百四十九条の規定は、商行為によって生じた債権を担保するた

めに設定した質権については、適用しない。 

 

（債務の履行の場所） 

第五百十六条 商行為によって生じた債務の履行をすべき場所がその行為の性質又は当

事者の意思表示によって定まらないときは、特定物の引渡しはその行為の時にその物

が存在した場所において、その他の債務の履行は債権者の現在の営業所（営業所がな

い場合にあっては、その住所）において、それぞれしなければならない。 

２ 指図債権及び無記名債権の弁済は、債務者の現在の営業所（営業所がない場合にあ

っては、その住所）においてしなければならない。 

 

（指図債権等の証券の提示と履行遅滞） 

第五百十七条 指図債権又は無記名債権の債務者は、その債務の履行について期限の定

めがあるときであっても、その期限が到来した後に所持人がその証券を提示してその

履行の請求をした時から遅滞の責任を負う。 

 

（有価証券喪失の場合の権利行使方法） 

第五百十八条 金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする有価証券の所持人がそ

の有価証券を喪失した場合において、非訟事件手続法（平成二十三年法律第五十一

号）第百十四条に規定する公示催告の申立てをしたときは、その債務者に、その債務

の目的物を供託させ、又は相当の担保を供してその有価証券の趣旨に従い履行をさせ

ることができる。 

 

（有価証券の譲渡方法及び善意取得） 

第五百十九条 金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする有価証券の譲渡につい

ては、当該有価証券の性質に応じ、手形法（昭和七年法律第二十号）第十二条、第十

三条及び第十四条第二項又は小切手法（昭和八年法律第五十七号）第五条第二項及び

第十九条の規定を準用する。 

２ 金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする有価証券の取得については、小切

手法第二十一条の規定を準用する。 

 

（取引時間） 

第五百二十条 法令又は慣習により商人の取引時間の定めがあるときは、その取引時間

内に限り、債務の履行をし、又はその履行の請求をすることができる。 
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（商人間の留置権） 

第五百二十一条 商人間においてその双方のために商行為となる行為によって生じた債

権が弁済期にあるときは、債権者は、その債権の弁済を受けるまで、その債務者との

間における商行為によって自己の占有に属した債務者の所有する物又は有価証券を留

置することができる。ただし、当事者の別段の意思表示があるときは、この限りでな

い。 

 

（商事消滅時効） 

第五百二十二条 商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除

き、五年間行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、他の法令に五年間よ

り短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。 

 

第五百二十三条 削除 

 

第二章 売買 

 

（売主による目的物の供託及び競売） 

第五百二十四条 商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒み、又はこれを

受領することができないときは、売主は、その物を供託し、又は相当の期間を定めて

催告をした後に競売に付することができる。この場合において、売主がその物を供託

し、又は競売に付したときは、遅滞なく、買主に対してその旨の通知を発しなければ

ならない。 

２ 損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある物は、前項の催告をしないで競

売に付することができる。 

３ 前二項の規定により売買の目的物を競売に付したときは、売主は、その代価を供託

しなければならない。ただし、その代価の全部又は一部を代金に充当することを妨げ

ない。 

 

（定期売買の履行遅滞による解除） 

第五百二十五条 商人間の売買において、売買の性質又は当事者の意思表示により、特

定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができな

い場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方

は、直ちにその履行の請求をした場合を除き、契約の解除をしたものとみなす。 

 

（買主による目的物の検査及び通知） 

第五百二十六条 商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、

遅滞なく、その物を検査しなければならない。 

２ 前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検査により売買の目的物

に瑕疵があること又はその数量に不足があることを発見したときは、直ちに売主に対

してその旨の通知を発しなければ、その瑕疵又は数量の不足を理由として契約の解除

又は代金減額若しくは損害賠償の請求をすることができない。売買の目的物に直ちに
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発見することのできない瑕疵がある場合において、買主が六箇月以内にその瑕疵を発

見したときも、同様とする。 

３ 前項の規定は、売主がその瑕疵又は数量の不足につき悪意であった場合には、適用

しない。 

 

（買主による目的物の保管及び供託） 

第五百二十七条 前条第一項に規定する場合においては、買主は、契約の解除をしたと

きであっても、売主の費用をもって売買の目的物を保管し、又は供託しなければなら

ない。ただし、その物について滅失又は損傷のおそれがあるときは、裁判所の許可を

得てその物を競売に付し、かつ、その代価を保管し、又は供託しなければならない。 

２ 前項ただし書の許可に係る事件は、同項の売買の目的物の所在地を管轄する地方裁

判所が管轄する。 

３ 第一項の規定により買主が売買の目的物を競売に付したときは、遅滞なく、売主に

対してその旨の通知を発しなければならない。 

４ 前三項の規定は、売主及び買主の営業所（営業所がない場合にあっては、その住

所）が同一の市町村の区域内にある場合には、適用しない。 

 

第五百二十八条 前条の規定は、売主から買主に引き渡した物品が注文した物品と異な

る場合における当該売主から買主に引き渡した物品及び売主から買主に引き渡した物

品の数量が注文した数量を超過した場合における当該超過した部分の数量の物品につ

いて準用する。 

 

第三章 交互計算 

 

（交互計算） 

第五百二十九条 交互計算は、商人間又は商人と商人でない者との間で平常取引をする

場合において、一定の期間内の取引から生ずる債権及び債務の総額について相殺をし、

その残額の支払をすることを約することによって、その効力を生ずる。 

 

（商業証券に係る債権債務に関する特則） 

第五百三十条 手形その他の商業証券から生じた債権及び債務を交互計算に組み入れた

場合において、その商業証券の債務者が弁済をしないときは、当事者は、その債務に

関する項目を交互計算から除外することができる。 

 

（交互計算の期間） 

第五百三十一条 当事者が相殺をすべき期間を定めなかったときは、その期間は、六箇

月とする。 

 

（交互計算の承認） 

第五百三十二条 当事者は、債権及び債務の各項目を記載した計算書の承認をしたとき

は、当該各項目について異議を述べることができない。ただし、当該計算書の記載に
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錯誤又は脱漏があったときは、この限りでない。 

 

（残額についての利息請求権等） 

第五百三十三条 相殺によって生じた残額については、債権者は、計算の閉鎖の日以後

の法定利息を請求することができる。 

２ 前項の規定は、当該相殺に係る債権及び債務の各項目を交互計算に組み入れた日か

らこれに利息を付することを妨げない。 

 

（交互計算の解除） 

第五百三十四条 各当事者は、いつでも交互計算の解除をすることができる。この場合

において、交互計算の解除をしたときは、直ちに、計算を閉鎖して、残額の支払を請

求することができる。 

 

第四章 匿名組合 

 

（匿名組合契約） 

第五百三十五条 匿名組合契約は、当事者の一方が相手方の営業のために出資をし、そ

の営業から生ずる利益を分配することを約することによって、その効力を生ずる。 

 

（匿名組合員の出資及び権利義務） 

第五百三十六条 匿名組合員の出資は、営業者の財産に属する。 

２ 匿名組合員は、金銭その他の財産のみをその出資の目的とすることができる。 

３ 匿名組合員は、営業者の業務を執行し、又は営業者を代表することができない。 

４ 匿名組合員は、営業者の行為について、第三者に対して権利及び義務を有しない。 

 

（自己の氏名等の使用を許諾した匿名組合員の責任） 

第五百三十七条 匿名組合員は、自己の氏若しくは氏名を営業者の商号中に用いること

又は自己の商号を営業者の商号として使用することを許諾したときは、その使用以後

に生じた債務については、営業者と連帯してこれを弁済する責任を負う。 

 

（利益の配当の制限） 

第五百三十八条 出資が損失によって減少したときは、その損失をてん補した後でなけ

れば、匿名組合員は、利益の配当を請求することができない。 

 

（貸借対照表の閲覧等並びに業務及び財産状況に関する検査） 

第五百三十九条 匿名組合員は、営業年度の終了時において、営業者の営業時間内に、

次に掲げる請求をし、又は営業者の業務及び財産の状況を検査することができる。 

一 営業者の貸借対照表が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は

謄写の請求 

二 営業者の貸借対照表が電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によ

っては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情
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報処理の用に供されるもので法務省令で定めるものをいう。）をもって作成されて

いるときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示

したものの閲覧又は謄写の請求 

２ 匿名組合員は、重要な事由があるときは、いつでも、裁判所の許可を得て、営業者

の業務及び財産の状況を検査することができる。 

３ 前項の許可に係る事件は、営業者の営業所の所在地（営業所がない場合にあっては、

営業者の住所地）を管轄する地方裁判所が管轄する。 

 

（匿名組合契約の解除） 

第五百四十条 匿名組合契約で匿名組合の存続期間を定めなかったとき、又はある当事

者の終身の間匿名組合が存続すべきことを定めたときは、各当事者は、営業年度の終

了時において、契約の解除をすることができる。ただし、六箇月前にその予告をしな

ければならない。 

２ 匿名組合の存続期間を定めたか否かにかかわらず、やむを得ない事由があるときは、

各当事者は、いつでも匿名組合契約の解除をすることができる。 

 

（匿名組合契約の終了事由） 

第五百四十一条 前条の場合のほか、匿名組合契約は、次に掲げる事由によって終了す

る。 

一 匿名組合の目的である事業の成功又はその成功の不能 

二 営業者の死亡又は営業者が後見開始の審判を受けたこと。 

三 営業者又は匿名組合員が破産手続開始の決定を受けたこと。 

 

（匿名組合契約の終了に伴う出資の価額の返還） 

第五百四十二条 匿名組合契約が終了したときは、営業者は、匿名組合員にその出資の

価額を返還しなければならない。ただし、出資が損失によって減少したときは、その

残額を返還すれば足りる。 

 

第五章 仲立営業 

 

第五百四十三条 仲立人トハ他人間ノ商行為ノ媒介ヲ為スヲ業トスル者ヲ謂フ 

 

第五百四十四条 仲立人ハ其媒介シタル行為ニ付キ当事者ノ為メニ支払其他ノ給付ヲ受

クルコトヲ得ス但別段ノ意思表示又ハ慣習アルトキハ此限ニ在ラス 

 

第五百四十五条 仲立人カ其媒介スル行為ニ付キ見本ヲ受取リタルトキハ其行為カ完了

スルマテ之ヲ保管スルコトヲ要ス 

 

第五百四十六条 当事者間ニ於テ行為カ成立シタルトキハ仲立人ハ遅滞ナク各当事者ノ

氏名又ハ商号、行為ノ年月日及ヒ其要領ヲ記載シタル書面ヲ作リ署名ノ後之ヲ各当事

者ニ交付スルコトヲ要ス 
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２ 当事者カ直チニ履行ヲ為スヘキ場合ヲ除ク外仲立人ハ各当事者ヲシテ前項ノ書面ニ

署名セシメタル後之ヲ其相手方ニ交付スルコトヲ要ス 

３ 前二項ノ場合ニ於テ当事者ノ一方カ書面ヲ受領セス又ハ之ニ署名セサルトキハ仲立

人ハ遅滞ナク相手方ニ対シテ其通知ヲ発スルコトヲ要ス 

 

第五百四十七条 仲立人ハ其帳簿ニ前条第一項ニ掲ケタル事項ヲ記載スルコトヲ要ス 

２ 当事者ハ何時ニテモ仲立人カ自己ノ為メニ媒介シタル行為ニ付キ其帳簿ノ謄本ノ交

付ヲ請求スルコトヲ得 

 

第五百四十八条 当事者カ其氏名又ハ商号ヲ相手方ニ示ササルヘキ旨ヲ仲立人ニ命シタ

ルトキハ仲立人ハ第五百四十六条第一項ノ書面及ヒ前条第二項ノ謄本ニ其氏名又ハ商

号ヲ記載スルコトヲ得ス 

 

第五百四十九条 仲立人カ当事者ノ一方ノ氏名又ハ商号ヲ其相手方ニ示ササリシトキハ

之ニ対シテ自ラ履行ヲ為ス責ニ任ス 

 

第五百五十条 仲立人ハ第五百四十六条ノ手続ヲ終ハリタル後ニ非サレハ報酬ヲ請求ス

ルコトヲ得ス 

２ 仲立人ノ報酬ハ当事者双方平分シテ之ヲ負担ス 

 

第六章 問屋営業 

 

第五百五十一条 問屋トハ自己ノ名ヲ以テ他人ノ為メニ物品ノ販売又ハ買入ヲ為スヲ業

トスル者ヲ謂フ 

 

第五百五十二条 問屋ハ他人ノ為メニ為シタル販売又ハ買入ニ因リ相手方ニ対シテ自ラ

権利ヲ得義務ヲ負フ 

２ 問屋ト委託者トノ間ニ於テハ本章ノ規定ノ外委任及ヒ代理ニ関スル規定ヲ準用ス 

 

第五百五十三条 問屋ハ委託者ノ為メニ為シタル販売又ハ買入ニ付キ相手方カ其債務ヲ

履行セサル場合ニ於テ自ラ其履行ヲ為ス責ニ任ス但別段ノ意思表示又ハ慣習アルトキ

ハ此限ニ在ラス 

 

第五百五十四条 問屋カ委託者ノ指定シタル金額ヨリ廉価ニテ販売ヲ為シ又ハ高価ニテ

買入ヲ為シタル場合ニ於テ自ラ其差額ヲ負担スルトキハ其販売又ハ買入ハ委託者ニ対

シテ其効力ヲ生ス 

 

第五百五十五条 問屋カ取引所ノ相場アル物品ノ販売又ハ買入ノ委託ヲ受ケタルトキハ

自ラ買主又ハ売主ト為ルコトヲ得此場合ニ於テハ売買ノ代価ハ問屋カ買主又ハ売主ト

為リタルコトノ通知ヲ発シタル時ニ於ケル取引所ノ相場ニ依リテ之ヲ定ム 

２ 前項ノ場合ニ於テモ問屋ハ委託者ニ対シテ報酬ヲ請求スルコトヲ得 
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第五百五十六条 問屋カ買入ノ委託ヲ受ケタル場合ニ於テ委託者カ買入レタル物品ヲ受

取ルコトヲ拒ミ又ハ之ヲ受取ルコト能ハサルトキハ第五百二十四条ノ規定ヲ準用ス 

 

第五百五十七条 第二十七条及ビ第三十一条ノ規定ハ問屋ニ之ヲ準用ス 

 

第五百五十八条 本章ノ規定ハ自己ノ名ヲ以テ他人ノ為メニ販売又ハ買入ニ非サル行為

ヲ為スヲ業トスル者ニ之ヲ準用ス 

 

第七章 運送取扱営業 

 

第五百五十九条 運送取扱人トハ自己ノ名ヲ以テ物品運送ノ取次ヲ為スヲ業トスル者ヲ

謂フ 

２ 運送取扱人ニハ本章ニ別段ノ定アル場合ヲ除ク外問屋ニ関スル規定ヲ準用ス 

 

第五百六十条 運送取扱人ハ自己又ハ其使用人カ運送品ノ受取、引渡、保管、運送人又

ハ他ノ運送取扱人ノ選択其他運送ニ関スル注意ヲ怠ラサリシコトヲ証明スルニ非サレ

ハ運送品ノ滅失、毀損又ハ延著ニ付キ損害賠償ノ責ヲ免ルルコトヲ得ス 

 

第五百六十一条 運送取扱人カ運送品ヲ運送人ニ引渡シタルトキハ直チニ其報酬ヲ請求

スルコトヲ得 

２ 運送取扱契約ヲ以テ運送賃ノ額ヲ定メタルトキハ運送取扱人ハ特約アルニ非サレハ

別ニ報酬ヲ請求スルコトヲ得ス 

 

第五百六十二条 運送取扱人ハ運送品ニ関シ受取ルヘキ報酬、運送賃其他委託者ノ為メ

ニ為シタル立替又ハ前貸ニ付テノミ其運送品ヲ留置スルコトヲ得 

 

第五百六十三条 数人相次テ運送ノ取次ヲ為ス場合ニ於テハ後者ハ前者ニ代ハリテ其権

利ヲ行使スル義務ヲ負フ 

２ 前項ノ場合ニ於テ後者カ前者ニ弁済ヲ為シタルトキハ前者ノ権利ヲ取得ス 

 

第五百六十四条 運送取扱人カ運送人ニ弁済ヲ為シタルトキハ運送人ノ権利ヲ取得ス 

 

第五百六十五条 運送取扱人ハ特約ナキトキハ自ラ運送ヲ為スコトヲ得此場合ニ於テハ

運送取扱人ハ運送人ト同一ノ権利義務ヲ有ス 

２ 運送取扱人カ委託者ノ請求ニ因リテ貨物引換証ヲ作リタルトキハ自ラ運送ヲ為スモ

ノト看做ス 

 

第五百六十六条 運送取扱人ノ責任ハ荷受人カ運送品ヲ受取リタル日ヨリ一年ヲ経過シ

タルトキハ時効ニ因リテ消滅ス 

２ 前項ノ期間ハ運送品ノ全部滅失ノ場合ニ於テハ其引渡アルヘカリシ日ヨリ之ヲ起算
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ス 

３ 前二項ノ規定ハ運送取扱人ニ悪意アリタル場合ニハ之ヲ適用セス 

 

第五百六十七条 運送取扱人ノ委託者又ハ荷受人ニ対スル債権ハ一年ヲ経過シタルトキ

ハ時効ニ因リテ消滅ス 

 

第五百六十八条 第五百七十八条及ヒ第五百八十三条ノ規定ハ運送取扱営業ニ之ヲ準用

ス 

 

第八章 運送営業 

第一節 総則 

 

第五百六十九条 運送人トハ陸上又ハ湖川、港湾ニ於テ物品又ハ旅客ノ運送ヲ為スヲ業

トスル者ヲ謂フ 

 

第二節 物品運送 

 

第五百七十条 荷送人ハ運送人ノ請求ニ因リ運送状ヲ交付スルコトヲ要ス 

２ 運送状ニハ左ノ事項ヲ記載シ荷送人之ニ署名スルコトヲ要ス 

一 運送品ノ種類、重量又ハ容積及ヒ其荷造ノ種類、個数並ニ記号 

二 到達地 

三 荷受人ノ氏名又ハ商号 

四 運送状ノ作成地及ヒ其作成ノ年月日 

 

第五百七十一条 運送人ハ荷送人ノ請求ニ因リ貨物引換証ヲ交付スルコトヲ要ス 

２ 貨物引換証ニハ左ノ事項ヲ記載シ運送人之ニ署名スルコトヲ要ス 

一 前条第二項第一号乃至第三号ニ掲ケタル事項 

二 荷送人ノ氏名又ハ商号 

三 運送賃 

四 貨物引換証ノ作成地及ヒ其作成ノ年月日 

 

第五百七十二条 貨物引換証ヲ作リタルトキハ運送ニ関スル事項ハ運送人ト所持人トノ

間ニ於テハ貨物引換証ノ定ムル所ニ依ル 

 

第五百七十三条 貨物引換証ヲ作リタルトキハ運送品ニ関スル処分ハ貨物引換証ヲ以テ

スルニ非サレハ之ヲ為スコトヲ得ス 

 

第五百七十四条 貨物引換証ハ其記名式ナルトキト雖モ裏書ニ依リテ之ヲ譲渡スコトヲ

得但貨物引換証ニ裏書ヲ禁スル旨ヲ記載シタルトキハ此限ニ在ラス 

 

第五百七十五条 貨物引換証ニ依リ運送品ヲ受取ルコトヲ得ヘキ者ニ貨物引換証ヲ引渡
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シタルトキハ其引渡ハ運送品ノ上ニ行使スル権利ノ取得ニ付キ運送品ノ引渡ト同一ノ

効力ヲ有ス 

 

第五百七十六条 運送品ノ全部又ハ一部カ不可抗力ニ因リテ滅失シタルトキハ運送人ハ

其運送賃ヲ請求スルコトヲ得ス若シ運送人カ既ニ其運送賃ノ全部又ハ一部ヲ受取リタ

ルトキハ之ヲ返還スルコトヲ要ス 

２ 運送品ノ全部又ハ一部カ其性質若クハ瑕疵又ハ荷送人ノ過失ニ因リテ滅失シタルト

キハ運送人ハ運送賃ノ全額ヲ請求スルコトヲ得 

 

第五百七十七条 運送人ハ自己若クハ運送取扱人又ハ其使用人其他運送ノ為メ使用シタ

ル者カ運送品ノ受取、引渡、保管及ヒ運送ニ関シ注意ヲ怠ラサリシコトヲ証明スルニ

非サレハ運送品ノ滅失、毀損又ハ延著ニ付キ損害賠償ノ責ヲ免ルルコトヲ得ス 

 

第五百七十八条 貨幣、有価証券其他ノ高価品ニ付テハ荷送人カ運送ヲ委託スルニ当タ

リ其種類及ヒ価額ヲ明告シタルニ非サレハ運送人ハ損害賠償ノ責ニ任セス 

 

第五百七十九条 数人相次テ運送ヲ為ス場合ニ於テハ各運送人ハ運送品ノ滅失、毀損又

ハ延著ニ付キ連帯シテ損害賠償ノ責ニ任ス 

 

第五百八十条 運送品ノ全部滅失ノ場合ニ於ケル損害賠償ノ額ハ其引渡アルヘカリシ日

ニ於ケル到達地ノ価格ニ依リテ之ヲ定ム 

２ 運送品ノ一部滅失又ハ毀損ノ場合ニ於ケル損害賠償ノ額ハ其引渡アリタル日ニ於ケ

ル到達地ノ価格ニ依リテ之ヲ定ム但延著ノ場合ニ於テハ前項ノ規定ヲ準用ス 

３ 運送品ノ滅失又ハ毀損ノ為メ支払フコトヲ要セサル運送賃其他ノ費用ハ前二項ノ賠

償額ヨリ之ヲ控除ス 

 

第五百八十一条 運送品カ運送人ノ悪意又ハ重大ナル過失ニ因リテ滅失、毀損又ハ延著

シタルトキハ運送人ハ一切ノ損害ヲ賠償スル責ニ任ス 

 

第五百八十二条 荷送人又ハ貨物引換証ノ所持人ハ運送人ニ対シ運送ノ中止、運送品ノ

返還其他ノ処分ヲ請求スルコトヲ得此場合ニ於テハ運送人ハ既ニ為シタル運送ノ割合

ニ応スル運送賃、立替金及ヒ其処分ニ因リテ生シタル費用ノ弁済ヲ請求スルコトヲ得 

２ 前項ニ定メタル荷送人ノ権利ハ運送品カ到達地ニ達シタル後荷受人カ其引渡ヲ請求

シタルトキハ消滅ス 

 

第五百八十三条 運送品カ到達地ニ達シタル後ハ荷受人ハ運送契約ニ因リテ生シタル荷

送人ノ権利ヲ取得ス 

２ 荷受人カ運送品ヲ受取リタルトキハ運送人ニ対シ運送賃其他ノ費用ヲ支払フ義務ヲ

負フ 

 

第五百八十四条 貨物引換証ヲ作リタル場合ニ於テハ之ト引換ニ非サレハ運送品ノ引渡
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ヲ請求スルコトヲ得ス 

 

第五百八十五条 荷受人ヲ確知スルコト能ハサルトキハ運送人ハ運送品ヲ供託スルコト

ヲ得 

２ 前項ノ場合ニ於テ運送人カ荷送人ニ対シ相当ノ期間ヲ定メ運送品ノ処分ニ付キ指図

ヲ為スヘキ旨ヲ催告スルモ荷送人カ其指図ヲ為ササルトキハ運送品ヲ競売スルコトヲ

得 

３ 運送人カ前二項ノ規定ニ従ヒテ運送品ノ供託又ハ競売ヲ為シタルトキハ遅滞ナク荷

送人ニ対シテ其通知ヲ発スルコトヲ要ス 

 

第五百八十六条 前条ノ規定ハ運送品ノ引渡ニ関シテ争アル場合ニ之ヲ準用ス 

２ 運送人カ競売ヲ為スニハ予メ荷受人ニ対シ相当ノ期間ヲ定メテ運送品ノ受取ヲ催告

シ其期間経過ノ後更ニ荷送人ニ対スル催告ヲ為スコトヲ要ス 

３ 運送人ハ遅滞ナク荷受人ニ対シテモ運送品ノ供託又ハ競売ノ通知ヲ発スルコトヲ要

ス 

 

第五百八十七条 第五百二十四条第二項及ヒ第三項ノ規定ハ前二条ノ場合ニ之ヲ準用ス 

 

第五百八十八条 運送人ノ責任ハ荷受人カ留保ヲ為サスシテ運送品ヲ受取リ且運送賃其

他ノ費用ヲ支払ヒタルトキハ消滅ス但運送品ニ直チニ発見スルコト能ハサル毀損又ハ

一部滅失アリタル場合ニ於テ荷受人カ引渡ノ日ヨリ二週間内ニ運送人ニ対シテ其通知

ヲ発シタルトキハ此限ニ在ラス 

２ 前項ノ規定ハ運送人ニ悪意アリタル場合ニハ之ヲ適用セス 

 

第五百八十九条 第五百六十二条、第五百六十三条、第五百六十六条及ヒ第五百六十七

条ノ規定ハ運送人ニ之ヲ準用ス 

 

第三節 旅客運送 

 

第五百九十条 旅客ノ運送人ハ自己又ハ其使用人カ運送ニ関シ注意ヲ怠ラサリシコトヲ

証明スルニ非サレハ旅客カ運送ノ為メニ受ケタル損害ヲ賠償スル責ヲ免ルルコトヲ得

ス 

２ 損害賠償ノ額ヲ定ムルニ付テハ裁判所ハ被害者及ヒ其家族ノ情況ヲ斟酌スルコトヲ

要ス 

 

第五百九十一条 旅客ノ運送人ハ旅客ヨリ引渡ヲ受ケタル手荷物ニ付テハ特ニ運送賃ヲ

請求セサルトキト雖モ物品ノ運送人ト同一ノ責任ヲ負フ 

２ 手荷物カ到達地ニ達シタル日ヨリ一週間内ニ旅客カ其引渡ヲ請求セサルトキハ第五

百二十四条ノ規定ヲ準用ス但住所又ハ居所ノ知レサル旅客ニハ催告及ヒ通知ヲ為スコ

トヲ要セス 
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第五百九十二条 旅客ノ運送人ハ旅客ヨリ引渡ヲ受ケサル手荷物ノ滅失又ハ毀損ニ付テ

ハ自己又ハ其使用人ニ過失アル場合ヲ除ク外損害賠償ノ責ニ任セス 

 

第九章 寄託 

第一節 総則 

 

第五百九十三条 商人カ其営業ノ範囲内ニ於テ寄託ヲ受ケタルトキハ報酬ヲ受ケサルト

キト雖モ善良ナル管理者ノ注意ヲ為スコトヲ要ス 

 

第五百九十四条 旅店、飲食店、浴場其他客ノ来集ヲ目的トスル場屋ノ主人ハ客ヨリ寄

託ヲ受ケタル物品ノ滅失又ハ毀損ニ付キ其不可抗力ニ因リタルコトヲ証明スルニ非サ

レハ損害賠償ノ責ヲ免ルルコトヲ得ス 

２ 客カ特ニ寄託セサル物品ト雖モ場屋中ニ携帯シタル物品カ場屋ノ主人又ハ其使用人

ノ不注意ニ因リテ滅失又ハ毀損シタルトキハ場屋ノ主人ハ損害賠償ノ責ニ任ス 

３ 客ノ携帯品ニ付キ責任ヲ負ハサル旨ヲ告示シタルトキト雖モ場屋ノ主人ハ前二項ノ

責任ヲ免ルルコトヲ得ス 

 

第五百九十五条 貨幣、有価証券其他ノ高価品ニ付テハ客カ其種類及ヒ価額ヲ明告シテ

之ヲ前条ノ場屋ノ主人ニ寄託シタルニ非サレハ其場屋ノ主人ハ其物品ノ滅失又ハ毀損

ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任セス 

 

第五百九十六条 前二条ノ責任ハ場屋ノ主人カ寄託物ヲ返還シ又ハ客カ携帯品ヲ持去リ

タル後一年ヲ経過シタルトキハ時効ニ因リテ消滅ス 

２ 前項ノ期間ハ物品ノ全部滅失ノ場合ニ於テハ客カ場屋ヲ去リタル時ヨリ之ヲ起算ス 

３ 前二項ノ規定ハ場屋ノ主人ニ悪意アリタル場合ニハ之ヲ適用セス 

 

第二節 倉庫営業 

 

第五百九十七条 倉庫営業者トハ他人ノ為メニ物品ヲ倉庫ニ保管スルヲ業トスル者ヲ謂

フ 

 

第五百九十八条 倉庫営業者ハ寄託者ノ請求ニ因リ寄託物ノ預証券及ヒ質入証券ヲ交付

スルコトヲ要ス 

 

第五百九十九条 預証券及ヒ質入証券ニハ左ノ事項及ヒ番号ヲ記載シ倉庫営業者之ニ署

名スルコトヲ要ス 

一 受寄物ノ種類、品質、数量及ヒ其荷造ノ種類、個数並ニ記号 

二 寄託者ノ氏名又ハ商号 

三 保管ノ場所 

四 保管料 

五 保管ノ期間ヲ定メタルトキハ其期間 
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六 受寄物ヲ保険ニ付シタルトキハ保険金額、保険期間及ヒ保険者ノ氏名又ハ商号 

七 証券ノ作成地及ヒ其作成ノ年月日 

 

第六百条 倉庫営業者カ預証券及ヒ質入証券ヲ寄託者ニ交付シタルトキハ其帳簿ニ左ノ

事項ヲ記載スルコトヲ要ス 

一 前条第一号、第二号及ヒ第四号乃至第六号ニ掲ケタル事項 

二 証券ノ番号及ヒ其作成ノ年月日 

 

第六百一条 預証券及ヒ質入証券ノ所持人ハ倉庫営業者ニ対シ寄託物ヲ分割シ且其各部

分ニ対スル預証券及ヒ質入証券ノ交付ヲ請求スルコトヲ得此場合ニ於テハ所持人ハ前

ノ預証券及ヒ質入証券ヲ倉庫営業者ニ返還スルコトヲ要ス 

２ 前項ニ定メタル寄託物ノ分割及ヒ証券ノ交付ニ関スル費用ハ所持人之ヲ負担ス 

 

第六百二条 預証券及ヒ質入証券ヲ作リタルトキハ寄託ニ関スル事項ハ倉庫営業者ト所

持人トノ間ニ於テハ其証券ノ定ムル所ニ依ル 

 

第六百三条 預証券及ヒ質入証券ハ其記名式ナルトキト雖モ裏書ニ依リテ之ヲ譲渡シ又

ハ之ヲ質入スルコトヲ得但証券ニ裏書ヲ禁スル旨ヲ記載シタルトキハ此限ニ在ラス 

２ 預証券ノ所持人カ未タ質入ヲ為ササル間ハ預証券及ヒ質入証券ハ各別ニ之ヲ譲渡ス

コトヲ得ス 

 

第六百四条 第五百七十三条及ヒ第五百七十五条ノ規定ハ預証券及ヒ質入証券ニ之ヲ準

用ス 

 

第六百五条 預証券又ハ質入証券カ滅失シタルトキハ其所持人ハ相当ノ担保ヲ供シテ更

ニ其証券ノ交付ヲ請求スルコトヲ得此場合ニ於テハ倉庫営業者ハ其旨ヲ帳簿ニ記載ス

ルコトヲ要ス 

 

第六百六条 質入証券ニ第一ノ質入裏書ヲ為スニハ債権額、其利息及ヒ弁済期ヲ記載ス

ルコトヲ要ス 

２ 第一ノ質権者カ前項ニ掲ケタル事項ヲ預証券ニ記載シテ之ニ署名スルニ非サレハ質

権ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス 

 

第六百七条 預証券ノ所持人ハ寄託物ヲ以テ預証券ニ記載シタル債権額及ヒ利息ヲ弁済

スル義務ヲ負フ 

 

第六百八条 質入証券所持人ノ債権ノ弁済ハ倉庫営業者ノ営業所ニ於テ之ヲ為スコトヲ

要ス 

 

第六百九条 質入証券ノ所持人カ弁済期ニ至リ支払ヲ受ケサルトキハ手形ニ関スル規定

ニ従ヒテ拒絶証書ヲ作ラシムルコトヲ要ス 
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第六百十条 質入証券ノ所持人ハ拒絶証書作成ノ日ヨリ一週間ヲ経過シタル後ニ非サレ

ハ寄託物ノ競売ヲ請求スルコトヲ得ス 

 

第六百十一条 倉庫営業者ハ競売代金ノ中ヨリ競売ニ関スル費用、受寄物ニ課スヘキ租

税、保管料其他保管ニ関スル費用及ヒ立替金ヲ控除シタル後其残額ヲ質入証券ト引換

ニ其所持人ニ支払フコトヲ要ス 

２ 競売代金ノ中ヨリ前項ニ掲ケタル費用、租税、保管料、立替金及ヒ質入証券所持人

ノ債権額、利息、拒絶証書作成ノ費用ヲ控除シタル後余剰アルトキハ倉庫営業者ハ之

ヲ預証券ト引換ニ其所持人ニ支払フコトヲ要ス 

 

第六百十二条 競売代金ヲ以テ質入証券ニ記載シタル債権ノ全部ヲ弁済スルコト能ハサ

リシトキハ倉庫営業者ハ其支払ヒタル金額ヲ質入証券ニ記載シテ其証券ヲ返還シ且其

旨ヲ帳簿ニ記載スルコトヲ要ス 

 

第六百十三条 質入証券ノ所持人ハ先ツ寄託物ニ付キ弁済ヲ受ケ尚ホ不足アルトキハ其

裏書人ニ対シテ不足額ヲ請求スルコトヲ得 

２ 手形法第四十五条第一項第三項第五項第六項、第四十八条第一項、第四十九条及ヒ

第五十条第一項ノ規定ハ前項ニ定メタル不足額ノ請求ニ之ヲ準用ス 

３ 手形法第五十二条第三項ノ規定ハ不足額ノ請求ヲ受クル者ノ営業所又ハ住所ノ所在

地カ其請求ヲ為ス者ノ営業所又ハ住所ノ所在地ト異ナル場合ニ於ケル償還額ノ算定ニ

付キ之ヲ準用ス 

 

第六百十四条 質入証券ノ所持人カ弁済期ニ至リ支払ヲ受ケサリシ場合ニ於テ拒絶証書

ヲ作ラシメサリシトキ又ハ拒絶証書作成ノ日ヨリ二週間内ニ寄託物ノ競売ヲ請求セサ

リシトキハ裏書人ニ対スル請求権ヲ失フ 

 

第六百十五条 質入証券所持人ノ預証券所持人ニ対スル請求権ハ弁済期ヨリ一年質入証

券裏書人ニ対スル請求権ハ寄託物ニ付キ弁済ヲ受ケタル日ヨリ六个月質入証券裏書人

ノ其前者ニ対スル請求権ハ償還ヲ為シタル日ヨリ六个月ヲ経過シタルトキハ時効ニ因

リテ消滅ス 

 

第六百十六条 寄託者又ハ預証券ノ所持人ハ営業時間内何時ニテモ倉庫営業者ニ対シテ

寄託物ノ点検若クハ其見本ノ摘出ヲ求メ又ハ其保存ニ必要ナル処分ヲ為スコトヲ得 

２ 質入証券ノ所持人ハ営業時間内何時ニテモ倉庫営業者ニ対シテ寄託物ノ点検ヲ求ム

ルコトヲ得 

 

第六百十七条 倉庫営業者ハ自己又ハ其使用人カ受寄物ノ保管ニ関シ注意ヲ怠ラサリシ

コトヲ証明スルニ非サレハ其滅失又ハ毀損ニ付キ損害賠償ノ責ヲ免ルルコトヲ得ス 

 

第六百十八条 倉庫営業者ハ受寄物出庫ノ時ニ非サレハ保管料及ヒ立替金其他受寄物ニ
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関スル費用ノ支払ヲ請求スルコトヲ得ス但受寄物ノ一部出庫ノ場合ニ於テハ割合ニ応

シテ其支払ヲ請求スルコトヲ得 

 

第六百十九条 当事者カ保管ノ期間ヲ定メサリシトキハ倉庫営業者ハ受寄物入庫ノ日ヨ

リ六个月ヲ経過シタル後ニ非サレハ其返還ヲ為スコトヲ得ス但已ムコトヲ得サル事由

アルトキハ此限ニ在ラス 

 

第六百二十条 預証券及ヒ質入証券ヲ作リタル場合ニ於テハ之ト引換ニ非サレハ寄託物

ノ返還ヲ請求スルコトヲ得ス 

 

第六百二十一条 預証券ノ所持人ハ質入証券ニ記載シタル債権ノ弁済期前ト雖モ其債権

ノ全額及ヒ弁済期マテノ利息ヲ倉庫営業者ニ供託シテ寄託物ノ返還ヲ請求スルコトヲ

得 

 

第六百二十二条 寄託物カ同種類ニシテ同一ノ品質ヲ有シ且分割スルコトヲ得ヘキ物ナ

ルトキハ預証券ノ所持人ハ債権額ノ一部及ヒ其弁済期マテノ利息ヲ供託シ其割合ニ応

シテ寄託物ノ一部ノ返還ヲ請求スルコトヲ得此場合ニ於テ倉庫営業者ハ供託ヲ受ケタ

ル金額及ヒ返還シタル寄託物ノ数量ヲ預証券ニ記載シ且其旨ヲ帳簿ニ記載スルコトヲ

要ス 

２ 前項ニ定メタル寄託物ノ一部出庫ニ関スル費用ハ預証券ノ所持人之ヲ負担ス 

 

第六百二十三条 前二条ノ場合ニ於テ質入証券ノ所持人ノ権利ハ供託金ノ上ニ存在ス 

２ 第六百十二条ノ規定ハ前条第一項ノ供託金ヲ以テ質入証券ニ記載シタル債権ノ一部

ヲ弁済シタル場合ニ之ヲ準用ス 

 

第六百二十四条 第五百二十四条第一項及ヒ第二項ノ規定ハ寄託者又ハ預証券ノ所持人

カ寄託物ヲ受取ルコトヲ拒ミ又ハ之ヲ受取ルコト能ハサル場合ニ之ヲ準用ス此場合ニ

於テ質入証券ノ所持人ノ権利ハ競売代金ノ上ニ存在ス 

２ 第六百十一条及ヒ第六百十二条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス 

 

第六百二十五条 第五百八十八条ノ規定ハ倉庫営業者ニ之ヲ準用ス 

 

第六百二十六条 寄託物ノ滅失又ハ毀損ニ因リテ生シタル倉庫営業者ノ責任ハ出庫ノ日

ヨリ一年ヲ経過シタルトキハ時効ニ因リテ消滅ス 

２ 前項ノ期間ハ寄託物ノ全部滅失ノ場合ニ於テハ倉庫営業者カ預証券ノ所持人、若シ

其所持人カ知レサルトキハ寄託者ニ対シテ其滅失ノ通知ヲ発シタル日ヨリ之ヲ起算ス 

３ 前二項ノ規定ハ倉庫営業者ニ悪意アリタル場合ニハ之ヲ適用セス 

 

第六百二十七条 倉庫営業者ハ寄託者ノ請求アルトキハ預証券及ヒ質入証券ニ代ヘテ倉

荷証券ヲ交付スルコトヲ要ス 

２ 倉荷証券ニハ預証券ニ関スル規定ヲ準用ス 
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第六百二十八条 倉荷証券ヲ以テ質権ノ目的ト為シタル場合ニ於テ質権者ノ承諾アルト

キハ寄託者ハ債権ノ弁済期前ト雖モ寄託物ノ一部ノ返還ヲ請求スルコトヲ得此場合ニ

於テ倉庫営業者ハ返還シタル寄託物ノ種類、品質及ヒ数量ヲ倉荷証券ニ記載シ且其旨

ヲ帳簿ニ記載スルコトヲ要ス 

 

第十章 保険 

第一節 損害保険 

第一款 総則 

 

第六百二十九条 削除 

 

第六百三十条 削除 

 

第六百三十一条 削除 

 

第六百三十二条 削除 

 

第六百三十三条 削除 

 

第六百三十四条 削除 

 

第六百三十五条 削除 

 

第六百三十六条 削除 

 

第六百三十七条 削除 

 

第六百三十八条 削除 

 

第六百三十九条 削除 

 

第六百四十条 削除 

 

第六百四十一条 削除 

 

第六百四十二条 削除 

 

第六百四十三条 削除 

 

第六百四十四条 削除 



47 

 

第六百四十五条 削除 

 

第六百四十六条 削除 

 

第六百四十七条 削除 

 

第六百四十八条 削除 

 

第六百四十九条 削除 

 

第六百五十条 削除 

 

第六百五十一条 削除 

 

第六百五十二条 削除 

 

第六百五十三条 削除 

 

第六百五十四条 削除 

 

第六百五十五条 削除 

 

第六百五十六条 削除 

 

第六百五十七条 削除 

 

第六百五十八条 削除 

 

第六百五十九条 削除 

 

第六百六十条 削除 

 

第六百六十一条 削除 

 

第六百六十二条 削除 

 

第六百六十三条 削除 

 

第六百六十四条 削除 
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第六百六十五条 削除 

 

第六百六十六条 削除 

 

第六百六十七条 削除 

 

第六百六十八条 削除 

 

第六百六十九条 削除 

 

第六百七十条 削除 

 

第六百七十一条 削除 

 

第六百七十二条 削除 

 

第六百七十三条 削除 

 

第六百七十四条 削除 

 

第六百七十五条 削除 

 

第六百七十六条 削除 

 

第六百七十七条 削除 

 

第六百七十八条 削除 

 

第六百七十九条 削除 

 

第六百八十条 削除 

 

第六百八十一条 削除 

 

第六百八十二条 削除 

 

第六百八十三条 削除 

 

第三編 海商 

第一章 船舶及ヒ船舶所有者 
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第六百八十四条 本法ニ於テ船舶トハ商行為ヲ為ス目的ヲ以テ航海ノ用ニ供スルモノヲ

謂フ 

２ 本編ノ規定ハ端舟其他櫓櫂ノミヲ以テ運転シ又ハ主トシテ櫓櫂ヲ以テ運転スル舟ニ

ハ之ヲ適用セス 

 

第六百八十五条 船舶ノ属具目録ニ記載シタル物ハ其従物ト推定ス 

 

第六百八十六条 船舶所有者ハ特別法ノ定ムル所ニ従ヒ登記ヲ為シ且船舶国籍証書ヲ請

受クルコトヲ要ス 

２ 前項ノ規定ハ総噸数二十噸未満ノ船舶ニハ之ヲ適用セス 

 

第六百八十七条 船舶所有権ノ移転ハ其登記ヲ為シ且船舶国籍証書ニ之ヲ記載スルニ非

サレハ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス 

 

第六百八十八条 航海中ニ在ル船舶ノ所有権ヲ譲渡シタル場合ニ於テ特約ナキトキハ其

航海ニ因リテ生スル損益ハ譲受人ニ帰スヘキモノトス 

 

第六百八十九条 差押及ヒ仮差押ノ執行（仮差押ノ登記ヲ為ス方法ニ依ルモノヲ除ク）

ハ発航ノ準備ヲ終ハリタル船舶ニ対シテハ之ヲ為スコトヲ得ス但其船舶カ発航ヲ為ス

為メニ生シタル債務ニ付テハ此限ニ在ラス 

 

第六百九十条 船舶所有者ハ船長其他ノ船員ガ其職務ヲ行フニ当タリ故意又ハ過失ニ因

リテ他人ニ加ヘタル損害ヲ賠償スル責ニ任ズ 

 

第六百九十一条 削除 

 

第六百九十二条 削除 

 

第六百九十三条 船舶共有者ノ間ニ在リテハ船舶ノ利用ニ関スル事項ハ各共有者ノ持分

ノ価格ニ従ヒ其過半数ヲ以テ之ヲ決ス 

 

第六百九十四条 船舶共有者ハ其持分ノ価格ニ応シ船舶ノ利用ニ関スル費用ヲ負担スル

コトヲ要ス 

 

第六百九十五条 船舶共有者カ新ニ航海ヲ為シ又ハ船舶ノ大修繕ヲ為スヘキコトヲ決議

シタルトキハ其決議ニ対シテ異議アル者ハ他ノ共有者ニ対シ相当代価ヲ以テ自己ノ持

分ヲ買取ルヘキコトヲ請求スルコトヲ得 

２ 前項ノ請求ヲ為サント欲スル者ハ決議ノ日ヨリ三日内ニ他ノ共有者又ハ船舶管理人

ニ対シテ其通知ヲ発スルコトヲ要ス但此期間ハ決議ニ加ハラサリシ者ニ付テハ其決議

ノ通知ヲ受ケタル日ノ翌日ヨリ之ヲ起算ス 

 



50 

第六百九十六条 船舶共有者ハ其持分ノ価格ニ応シ船舶ノ利用ニ付テ生シタル債務ヲ弁

済スル責ニ任ス 

 

第六百九十七条 損益ノ分配ハ毎航海ノ終ニ於テ船舶共有者ノ持分ノ価格ニ応シテ之ヲ

為ス 

 

第六百九十八条 船舶共有者間ニ組合関係アルトキト雖モ各共有者ハ他ノ共有者ノ承諾

ヲ得スシテ其持分ノ全部又ハ一部ヲ他人ニ譲渡スコトヲ得但船舶管理人ハ此限ニ在ラ

ス 

 

第六百九十九条 船舶共有者ハ船舶管理人ヲ選任スルコトヲ要ス 

２ 船舶共有者ニ非サル者ヲ船舶管理人ト為スニハ共有者全員ノ同意アルコトヲ要ス 

３ 船舶管理人ノ選任及ヒ其代理権ノ消滅ハ之ヲ登記スルコトヲ要ス 

 

第七百条 船舶管理人ハ左ニ掲ケタル行為ヲ除ク外船舶共有者ニ代ハリテ船舶ノ利用ニ

関スル一切ノ裁判上又ハ裁判外ノ行為ヲ為ス権限ヲ有ス 

一 船舶ノ譲渡若クハ賃貸ヲ為シ又ハ之ヲ抵当ト為スコト 

二 船舶ヲ保険ニ付スルコト 

三 新ニ航海ヲ為スコト 

四 船舶ノ大修繕ヲ為スコト 

五 借財ヲ為スコト 

２ 船舶管理人ノ代理権ニ加ヘタル制限ハ之ヲ以テ善意ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス 

 

第七百一条 船舶管理人ハ特ニ帳簿ヲ備ヘ之ニ船舶ノ利用ニ関スル一切ノ事項ヲ記載ス

ルコトヲ要ス 

２ 船舶管理人ハ毎航海ノ終ニ於テ遅滞ナク其航海ニ関スル計算ヲ為シテ各船舶共有者

ノ承認ヲ求ムルコトヲ要ス 

 

第七百二条 船舶共有者ノ持分ノ移転又ハ其国籍喪失ニ因リテ船舶カ日本ノ国籍ヲ喪失

スヘキトキハ他ノ共有者ハ相当代価ヲ以テ其持分ヲ買取リ又ハ其競売ヲ裁判所ニ請求

スルコトヲ得 

２ 社員ノ持分ノ移転ニ因リ会社ノ所有ニ属スル船舶カ日本ノ国籍ヲ喪失スヘキトキハ

合名会社ニ在テハ他ノ社員、合資会社ニ在テハ他ノ無限責任社員ハ相当代価ヲ以テ其

持分ヲ買取ルコトヲ得 

 

第七百三条 船舶ノ賃貸借ハ之ヲ登記シタルトキハ爾後其船舶ニ付キ物権ヲ取得シタル

者ニ対シテモ其効力ヲ生ス 

 

第七百四条 船舶ノ賃借人カ商行為ヲ為ス目的ヲ以テ其船舶ヲ航海ノ用ニ供シタルトキ

ハ其利用ニ関スル事項ニ付テハ第三者ニ対シテ船舶所有者ト同一ノ権利義務ヲ有ス 

２ 前項ノ場合ニ於テ船舶ノ利用ニ付キ生シタル先取特権ハ船舶所有者ニ対シテモ其効
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力ヲ生ス但先取特権者カ其利用ノ契約ニ反スルコトヲ知レルトキハ此限ニ在ラス 

 

第二章 船長 

 

第七百五条 船長ハ其職務ヲ行フニ付キ注意ヲ怠ラサリシコトヲ証明スルニ非サレハ船

舶所有者、傭船者、荷送人其他ノ利害関係人ニ対シテ損害賠償ノ責ヲ免ルルコトヲ得

ス 

２ 船長ハ船舶所有者ノ指図ニ従ヒタルトキト雖モ船舶所有者以外ノ者ニ対シテハ前項

ニ定メタル責任ヲ免ルルコトヲ得ス 

 

第七百六条 海員カ其職務ヲ行フニ当タリ他人ニ損害ヲ加ヘタル場合ニ於テ船長ハ監督

ヲ怠ラサリシコトヲ証明スルニ非サレハ損害賠償ノ責ヲ免ルルコトヲ得ス 

 

第七百七条 船長カ已ムコトヲ得サル事由ニ因リテ自ラ船舶ヲ指揮スルコト能ハサルト

キハ法令ニ別段ノ定アル場合ヲ除ク外他人ヲ選任シテ自己ノ職務ヲ行ハシムルコトヲ

得此場合ニ於テハ船長ハ其選任ニ付キ船舶所有者ニ対シテ其責ニ任ス 

 

第七百八条 削除 

 

第七百九条 船長ハ属具目録及ヒ運送契約ニ関スル書類ヲ船中ニ備ヘ置クコトヲ要ス 

２ 前項ノ属具目録ハ外国ニ航行セサル船舶ニ限リ国土交通省令ヲ以テ之ヲ備フルコト

ヲ要セサルモノト定ムルコトヲ得 

 

第七百十条 削除 

 

第七百十一条 削除 

 

第七百十二条 船長ハ航海中最モ利害関係人ノ利益ニ適スヘキ方法ニ依リテ積荷ノ処分

ヲ為スコトヲ要ス 

２ 利害関係人ハ船長ノ行為ニ因リ其積荷ニ付テ生シタル債権ノ為メ之ヲ債権者ニ委付

シテ其責ヲ免ルルコトヲ得但利害関係人ニ過失アリタルトキハ此限ニ在ラス 

 

第七百十三条 船籍港外ニ於テハ船長ハ航海ノ為メニ必要ナル一切ノ裁判上又ハ裁判外

ノ行為ヲ為ス権限ヲ有ス 

２ 船籍港ニ於テハ船長ハ特ニ委任ヲ受ケタル場合ヲ除ク外海員ノ雇入及ヒ雇止ヲ為ス

権限ノミヲ有ス 

 

第七百十四条 船長ノ代理権ニ加ヘタル制限ハ之ヲ以テ善意ノ第三者ニ対抗スルコトヲ

得ス 

 

第七百十五条 船長ハ船舶ノ修繕費、救助料其他航海ヲ継続スルニ必要ナル費用ヲ支弁
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スル為メニ非サレハ左ニ掲ケタル行為ヲ為スコトヲ得ス 

一 船舶ヲ抵当ト為スコト 

二 借財ヲ為スコト 

三 積荷ノ全部又ハ一部ヲ売却又ハ質入スルコト但第七百十二条第一項ノ場合ハ此限

ニ在ラス 

２ 船長カ積荷ヲ売却又ハ質入シタル場合ニ於ケル損害賠償ノ額ハ其積荷ノ到達スヘカ

リシ時ニ於ケル陸揚港ノ価格ニ依リテ之ヲ定ム但其価格中ヨリ支払フコトヲ要セサリ

シ費用ヲ控除スルコトヲ要ス 

 

第七百十六条 削除 

 

第七百十七条 船籍港外ニ於テ船舶カ修繕スルコト能ハサルニ至リタルトキハ船長ハ管

海官庁ノ認可ヲ得テ之ヲ競売スルコトヲ得 

 

第七百十八条 左ノ場合ニ於テハ船舶ハ修繕スルコト能ハサルニ至リタルモノト看做ス 

一 船舶カ其現在地ニ於テ修繕ヲ受クルコト能ハス且其修繕ヲ為スヘキ地ニ到ルコト

能ハサルトキ 

二 修繕費カ船舶ノ価額ノ四分ノ三ニ超ユルトキ 

２ 前項第二号ノ価額ハ船舶カ航海中毀損シタル場合ニ於テハ其発航ノ時ニ於ケル価額

トシ其他ノ場合ニ於テハ其毀損前ニ有セシ価額トス 

 

第七百十九条 船長ハ航海ヲ継続スル為メ必要ナルトキハ積荷ヲ航海ノ用ニ供スルコト

ヲ得此場合ニ於テハ第七百十五条第二項ノ規定ヲ準用ス 

 

第七百二十条 船長ハ遅滞ナク航海ニ関スル重要ナル事項ヲ船舶所有者ニ報告スルコト

ヲ要ス 

２ 船長ハ毎航海ノ終ニ於テ遅滞ナク其航海ニ関スル計算ヲ為シテ船舶所有者ノ承認ヲ

求メ又船舶所有者ノ請求アルトキハ何時ニテモ計算ノ報告ヲ為スコトヲ要ス 

 

第七百二十一条 船舶所有者ハ何時ニテモ船長ヲ解任スルコトヲ得但正当ノ理由ナクシ

テ之ヲ解任シタルトキハ船長ハ船舶所有者ニ対シ解任ニ因リテ生シタル損害ノ賠償ヲ

請求スルコトヲ得 

２ 船長カ船舶共有者ナル場合ニ於テ其意ニ反シテ解任セラレタルトキハ他ノ共有者ニ

対シ相当代価ヲ以テ自己ノ持分ヲ買取ルヘキコトヲ請求スルコトヲ得 

３ 船長カ前項ノ請求ヲ為サント欲スルトキハ遅滞ナク他ノ共有者又ハ船舶管理人ニ対

シテ其通知ヲ発スルコトヲ要ス 

 

第七百二十二条 削除 

 

第七百二十三条 削除 
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第七百二十四条 削除 

 

第七百二十五条 削除 

 

第七百二十六条 削除 

 

第七百二十七条 削除 

 

第七百二十八条 削除 

 

第七百二十九条 削除 

 

第七百三十条 削除 

 

第七百三十一条 削除 

 

第七百三十二条 削除 

 

第七百三十三条 削除 

 

第七百三十四条 削除 

 

第七百三十五条 削除 

 

第七百三十六条 削除 

 

第三章 運送 

第一節 物品運送 

第一款 総則 

 

第七百三十七条 船舶ノ全部又ハ一部ヲ以テ運送契約ノ目的ト為シタルトキハ各当事者

ハ相手方ノ請求ニ因リ運送契約書ヲ交付スルコトヲ要ス 

 

第七百三十八条 船舶所有者ハ傭船者又ハ荷送人ニ対シ発航ノ当時船舶カ安全ニ航海ヲ

為スニ堪フルコトヲ担保ス 

 

第七百三十九条 船舶所有者ハ特約ヲ為シタルトキト雖モ自己ノ過失、船員其他ノ使用

人ノ悪意若クハ重大ナル過失又ハ船舶カ航海ニ堪ヘサルニ因リテ生シタル損害ヲ賠償

スル責ヲ免ルルコトヲ得ス 

 

第七百四十条 法令ニ違反シ又ハ契約ニ依ラスシテ船積シタル運送品ハ船長ニ於テ何時
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ニテモ之ヲ陸揚シ、若シ船舶又ハ積荷ニ危害ヲ及ホス虞アルトキハ之ヲ放棄スルコト

ヲ得但船長カ之ヲ運送スルトキハ其船積ノ地及ヒ時ニ於ケル同種ノ運送品ノ最高ノ運

送賃ヲ請求スルコトヲ得 

２ 前項ノ規定ハ船舶所有者其他ノ利害関係人カ損害賠償ノ請求ヲ為スコトヲ妨ケス 

 

第七百四十一条 船舶ノ全部ヲ以テ運送契約ノ目的ト為シタル場合ニ於テ運送品ヲ船積

スルニ必要ナル準備カ整頓シタルトキハ船舶所有者ハ遅滞ナク傭船者ニ対シテ其通知

ヲ発スルコトヲ要ス 

２ 傭船者カ運送品ヲ船積スヘキ期間ノ定アル場合ニ於テハ其期間ハ前項ノ通知アリタ

ル日ノ翌日ヨリ之ヲ起算ス其期間経過ノ後運送品ヲ船積シタルトキハ船舶所有者ハ特

約ナキトキト雖モ相当ノ報酬ヲ請求スルコトヲ得 

３ 前項ノ期間中ニハ不可抗力ニ因リテ船積ヲ為スコト能ハサル日ヲ算入セス 

 

第七百四十二条 船長カ第三者ヨリ運送品ヲ受取ルヘキ場合ニ於テ其者ヲ確知スルコト

能ハサルトキ又ハ其者カ運送品ヲ船積セサルトキハ船長ハ直チニ傭船者ニ対シテ其通

知ヲ発スルコトヲ要ス此場合ニ於テハ船積期間内ニ限リ傭船者ニ於テ運送品ヲ船積ス

ルコトヲ得 

 

第七百四十三条 傭船者ハ運送品ノ全部ヲ船積セサルトキト雖モ船長ニ対シテ発航ノ請

求ヲ為スコトヲ得 

２ 傭船者カ前項ノ請求ヲ為シタルトキハ運送賃ノ全額ノ外運送品ノ全部ヲ船積セサル

ニ因リテ生シタル費用ヲ支払ヒ尚ホ船舶所有者ノ請求アルトキハ相当ノ担保ヲ供スル

コトヲ要ス 

 

第七百四十四条 船積期間経過ノ後ハ傭船者カ運送品ノ全部ヲ船積セサルトキト雖モ船

長ハ直チニ発航ヲ為スコトヲ得 

２ 前条第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス 

 

第七百四十五条 発航前ニ於テハ傭船者ハ運送賃ノ半額ヲ支払ヒテ契約ノ解除ヲ為スコ

トヲ得 

２ 往復航海ヲ為スヘキ場合ニ於テ傭船者カ其帰航ノ発航前ニ契約ノ解除ヲ為シタルト

キハ運送賃ノ三分ノ二ヲ支払フコトヲ要ス他港ヨリ船積港ニ航行スヘキ場合ニ於テ傭

船者カ其船積港ヲ発スル前ニ契約ノ解除ヲ為シタルトキ亦同シ 

３ 運送品ノ全部又ハ一部ヲ船積シタル後前二項ノ規定ニ従ヒテ契約ノ解除ヲ為シタル

トキハ其船積及ヒ陸揚ノ費用ハ傭船者之ヲ負担ス 

４ 傭船者カ船積期間内ニ運送品ノ船積ヲ為ササリシトキハ契約ノ解除ヲ為シタルモノ

ト看做ス 

 

第七百四十六条 傭船者カ前条ノ規定ニ従ヒテ契約ノ解除ヲ為シタルトキト雖モ附随ノ

費用及ヒ立替金ヲ支払フ責ヲ免ルルコトヲ得ス 

２ 前条第二項ノ場合ニ於テハ傭船者ハ前項ニ掲ケタルモノノ外運送品ノ価格ニ応シ共
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同海損又ハ救助ノ為メ負担スヘキ金額ヲ支払フコトヲ要ス 

 

第七百四十七条 発航後ニ於テハ傭船者ハ運送賃ノ全額ヲ支払フ外第七百五十三条第一

項ニ定メタル債務ヲ弁済シ且陸揚ノ為メニ生スヘキ損害ヲ賠償シ又ハ相当ノ担保ヲ供

スルニ非サレハ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得ス 

 

第七百四十八条 船舶ノ一部ヲ以テ運送契約ノ目的ト為シタル場合ニ於テ傭船者カ他ノ

傭船者及ヒ荷送人ト共同セスシテ発航前ニ契約ノ解除ヲ為シタルトキハ運送賃ノ全額

ヲ支払フコトヲ要ス但船舶所有者カ他ノ運送品ヨリ得タル運送賃ハ之ヲ控除ス 

２ 発航前ト雖モ傭船者カ既ニ運送品ノ全部又ハ一部ヲ船積シタルトキハ他ノ傭船者及

ヒ荷送人ノ同意ヲ得ルニ非サレハ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得ス 

３ 前七条ノ規定ハ船舶ノ一部ヲ以テ運送契約ノ目的ト為シタル場合ニ之ヲ準用ス 

 

第七百四十九条 箇箇ノ運送品ヲ以テ運送契約ノ目的ト為シタルトキハ荷送人ハ船長ノ

指図ニ従ヒ遅滞ナク運送品ヲ船積スルコトヲ要ス 

２ 荷送人カ運送品ノ船積ヲ怠リタルトキハ船長ハ直チニ発航ヲ為スコトヲ得此場合ニ

於テハ荷送人ハ運送賃ノ全額ヲ支払フコトヲ要ス但船舶所有者カ他ノ運送品ヨリ得タ

ル運送賃ハ之ヲ控除ス 

 

第七百五十条 第七百四十八条ノ規定ハ荷送人カ契約ノ解除ヲ為ス場合ニ之ヲ準用ス 

 

第七百五十一条 傭船者又ハ荷送人ハ船積期間内ニ運送ニ必要ナル書類ヲ船長ニ交付ス

ルコトヲ要ス 

 

第七百五十二条 船舶ノ全部又ハ一部ヲ以テ運送契約ノ目的ト為シタル場合ニ於テ運送

品ヲ陸揚スルニ必要ナル準備カ整頓シタルトキハ船長ハ遅滞ナク荷受人ニ対シテ其通

知ヲ発スルコトヲ要ス 

２ 運送品ヲ陸揚スヘキ期間ノ定アル場合ニ於テハ其期間ハ前項ノ通知アリタル日ノ翌

日ヨリ之ヲ起算ス其期間経過ノ後運送品ヲ陸揚シタルトキハ船舶所有者ハ特約ナキト

キト雖モ相当ノ報酬ヲ請求スルコトヲ得 

３ 前項ノ期間中ニハ不可抗力ニ因リテ陸揚ヲ為スコト能ハサル日ヲ算入セス 

４ 箇箇ノ運送品ヲ以テ運送契約ノ目的ト為シタルトキハ荷受人ハ船長ノ指図ニ従ヒ遅

滞ナク運送品ヲ陸揚スルコトヲ要ス 

 

第七百五十三条 荷受人カ運送品ヲ受取リタルトキハ運送契約又ハ船荷証券ノ趣旨ニ従

ヒ運送賃、附随ノ費用、立替金、碇泊料及ヒ運送品ノ価格ニ応シ共同海損又ハ救助ノ

為メ負担スヘキ金額ヲ支払フ義務ヲ負フ 

２ 船長ハ前項ニ定メタル金額ノ支払ト引換ニ非サレハ運送品ヲ引渡スコトヲ要セス 

 

第七百五十四条 荷受人カ運送品ヲ受取ルコトヲ怠リタルトキハ船長ハ之ヲ供託スルコ

トヲ得此場合ニ於テハ遅滞ナク荷受人ニ対シテ其通知ヲ発スルコトヲ要ス 
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２ 荷受人ヲ確知スルコト能ハサルトキ又ハ荷受人カ運送品ヲ受取ルコトヲ拒ミタルト

キハ船長ハ運送品ヲ供託スルコトヲ要ス此場合ニ於テハ遅滞ナク傭船者又ハ荷送人ニ

対シテ其通知ヲ発スルコトヲ要ス 

 

第七百五十五条 運送品ノ重量又ハ容積ヲ以テ運送賃ヲ定メタルトキハ其額ハ運送品引

渡ノ当時ニ於ケル重量又ハ容積ニ依リテ之ヲ定ム 

 

第七百五十六条 期間ヲ以テ運送賃ヲ定メタルトキハ其額ハ運送品ノ船積著手ノ日ヨリ

其陸揚終了ノ日マテノ期間ニ依リテ之ヲ定ム但船舶カ不可抗力ニ因リ発航港若クハ航

海ノ途中ニ於テ碇泊ヲ為スヘキトキ又ハ航海ノ途中ニ於テ船舶ヲ修繕スヘキトキハ其

期間ハ之ヲ算入セス第七百四十一条第二項又ハ第七百五十二条第二項ノ場合ニ於テ船

積期間又ハ陸揚期間経過ノ後運送品ノ船積又ハ陸揚ヲ為シタル日数亦同シ 

 

第七百五十七条 船舶所有者ハ第七百五十三条第一項ニ定メタル金額ノ支払ヲ受クル為

メ裁判所ノ許可ヲ得テ運送品ヲ競売スルコトヲ得 

２ 前項ノ許可ニ係ル事件ハ同項ノ運送品ノ所在地ノ地方裁判所之ヲ管轄ス 

３ 船長カ荷受人ニ運送品ヲ引渡シタル後ト雖モ船舶所有者ハ其運送品ノ上ニ権利ヲ行

使スルコトヲ得但引渡ノ日ヨリ二週間ヲ経過シタルトキ又ハ第三者カ其占有ヲ取得シ

タルトキハ此限ニ在ラス 

 

第七百五十八条 船舶所有者カ前条ニ定メタル権利ヲ行ハサルトキハ傭船者又ハ荷送人

ニ対スル請求権ヲ失フ但傭船者又ハ荷送人ハ其受ケタル利益ノ限度ニ於テ償還ヲ為ス

コトヲ要ス 

 

第七百五十九条 船舶ノ全部又ハ一部ヲ以テ運送契約ノ目的ト為シタル場合ニ於テ傭船

者カ更ニ第三者ト運送契約ヲ為シタルトキハ其契約ノ履行カ船長ノ職務ニ属スル範囲

内ニ於テハ船舶所有者ノミ其第三者ニ対シテ履行ノ責ニ任ス 

 

第七百六十条 船舶ノ全部ヲ以テ運送契約ノ目的ト為シタル場合ニ於テハ其契約ハ左ノ

事由ニ因リテ終了ス 

一 船舶ガ沈没シタルコト 

二 船舶ガ修繕スルコト能ハザルニ至リタルコト 

三 船舶ガ捕獲セラレタルコト 

四 運送品カ不可抗力ニ因リテ滅失シタルコト 

２ 前項第一号乃至第三号ニ掲ケタル事由カ航海中ニ生シタルトキハ傭船者ハ運送ノ割

合ニ応シ運送品ノ価格ヲ超エサル限度ニ於テ運送賃ヲ支払フコトヲ要ス 

 

第七百六十一条 航海又ハ運送カ法令ニ反スルニ至リタルトキ其他不可抗力ニ因リテ契

約ヲ為シタル目的ヲ達スルコト能ハサルニ至リタルトキハ各当事者ハ契約ノ解除ヲ為

スコトヲ得 

２ 前項ニ掲ケタル事由カ発航後ニ生シタル場合ニ於テ契約ノ解除ヲ為シタルトキハ傭
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船者ハ運送ノ割合ニ応シテ運送賃ヲ支払フコトヲ要ス 

 

第七百六十二条 第七百六十条第一項第四号及ヒ前条第一項ニ掲ケタル事由カ運送品ノ

一部ニ付テ生シタルトキハ傭船者ハ船舶所有者ノ負担ヲ重カラシメサル範囲内ニ於テ

他ノ運送品ヲ船積スルコトヲ得 

２ 傭船者カ前項ニ定メタル権利ヲ行ハント欲スルトキハ遅滞ナク運送品ノ陸揚又ハ船

積ヲ為スコトヲ要ス若シ其陸揚又ハ船積ヲ怠リタルトキハ運送賃ノ全額ヲ支払フコト

ヲ要ス 

 

第七百六十三条 第七百六十条及ヒ第七百六十一条ノ規定ハ船舶ノ一部又ハ箇箇ノ運送

品ヲ以テ運送契約ノ目的ト為シタル場合ニ之ヲ準用ス 

２ 第七百六十条第一項第四号及ヒ第七百六十一条第一項ニ掲ケタル事由カ運送品ノ一

部ニ付テ生シタルトキト雖モ傭船者又ハ荷送人ハ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得但運送賃

ノ全額ヲ支払フコトヲ要ス 

 

第七百六十四条 船舶所有者ハ左ノ場合ニ於テハ運送賃ノ全額ヲ請求スルコトヲ得 

一 船長カ第七百十五条第一項ノ規定ニ従ヒテ積荷ヲ売却又ハ質入シタルトキ 

二 船長カ第七百十九条ノ規定ニ従ヒテ積荷ヲ航海ノ用ニ供シタルトキ 

三 船長カ第七百八十八条ノ規定ニ従ヒテ積荷ヲ処分シタルトキ 

 

第七百六十五条 船舶所有者ノ傭船者、荷送人又ハ荷受人ニ対スル債権ハ一年ヲ経過シ

タルトキハ時効ニ因リテ消滅ス 

 

第七百六十六条 第五百六十六条、第五百七十六条乃至第五百八十一条及ヒ第五百八十

八条ノ規定ハ船舶所有者ニ之ヲ準用ス 

 

第二款 船荷証券 

 

第七百六十七条 船長ハ傭船者又ハ荷送人ノ請求ニ因リ運送品ノ船積後遅滞ナク一通又

ハ数通ノ船荷証券ヲ交付スルコトヲ要ス 

 

第七百六十八条 船舶所有者ハ船長以外ノ者ニ船長ニ代ハリテ船荷証券ヲ交付スルコト

ヲ委任スルコトヲ得 

 

第七百六十九条 船荷証券ニハ左ノ事項ヲ記載シ船長又ハ之ニ代ハル者署名スルコトヲ

要ス 

一 船舶ノ名称及ヒ国籍 

二 船長カ船荷証券ヲ作ラサルトキハ船長ノ氏名 

三 運送品ノ種類、重量若クハ容積及ヒ其荷造ノ種類、箇数並ニ記号 

四 傭船者又ハ荷送人ノ氏名又ハ商号 

五 荷受人ノ氏名若クハ商号 
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六 船積港 

七 陸揚港但発航後傭船者又ハ荷送人カ陸揚港ヲ指定スヘキトキハ其之ヲ指定スヘキ

港 

八 運送賃 

九 数通ノ船荷証券ヲ作リタルトキハ其員数 

十 船荷証券ノ作成地及ヒ其作成ノ年月日 

 

第七百七十条 傭船者又ハ荷送人ハ船長又ハ之ニ代ハル者ノ請求ニ因リ船荷証券ノ謄本

ニ署名シテ之ヲ交付スルコトヲ要ス 

 

第七百七十一条 陸揚港ニ於テハ船長ハ数通ノ船荷証券中ノ一通ノ所持人カ運送品ノ引

渡ヲ請求シタルトキト雖モ其引渡ヲ拒ムコトヲ得ス 

 

第七百七十二条 陸揚港外ニ於テハ船長ハ船荷証券ノ各通ノ返還ヲ受クルニ非サレハ運

送品ヲ引渡スコトヲ得ス 

 

第七百七十三条 二人以上ノ船荷証券所持人カ運送品ノ引渡ヲ請求シタルトキハ船長ハ

遅滞ナク運送品ヲ供託シ且請求ヲ為シタル各所持人ニ対シテ其通知ヲ発スルコトヲ要

ス船長カ第七百七十一条ノ規定ニ依リテ運送品ノ一部ヲ引渡シタル後他ノ所持人カ運

送品ノ引渡ヲ請求シタル場合ニ於テ其残部ニ付キ亦同シ 

 

第七百七十四条 二人以上ノ船荷証券所持人アル場合ニ於テ其一人カ他ノ所持人ニ先チ

テ船長ヨリ運送品ノ引渡ヲ受ケタルトキハ他ノ所持人ノ船荷証券ハ其効力ヲ失フ 

 

第七百七十五条 二人以上ノ船荷証券所持人アル場合ニ於テ船長カ未タ運送品ノ引渡ヲ

為ササルトキハ原所持人カ最モ先ニ発送シ又ハ引渡シタル証券ヲ所持スル者他ノ所持

人ニ先チテ其権利ヲ行フ 

 

第七百七十六条 第五百七十二条乃至第五百七十五条及ヒ第五百八十四条ノ規定ハ船荷

証券ニ之ヲ準用ス 

 

第二節 旅客運送 

 

第七百七十七条 記名ノ乗船切符ハ之ヲ他人ニ譲渡スコトヲ得ス 

 

第七百七十八条 旅客ノ航海中ノ食料ハ船舶所有者ノ負担トス 

 

第七百七十九条 旅客カ契約ニ依リ船中ニ携帯スルコトヲ得ル手荷物ニ付テハ船舶所有

者ハ特約アルニ非サレハ別ニ運送賃ヲ請求スルコトヲ得ス 

 

第七百八十条 旅客カ乗船時期マテニ船舶ニ乗込マサルトキハ船長ハ発航ヲ為シ又ハ航
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海ヲ継続スルコトヲ得此場合ニ於テハ旅客ハ運送賃ノ全額ヲ支払フコトヲ要ス 

 

第七百八十一条 発航前ニ於テハ旅客ハ運送賃ノ半額ヲ支払ヒテ契約ノ解除ヲ為スコト

ヲ得 

２ 発航後ニ於テハ旅客ハ運送賃ノ全額ヲ支払フニ非サレハ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得

ス 

 

第七百八十二条 旅客カ発航前ニ死亡、疾病其他一身ニ関スル不可抗力ニ因リテ航海ヲ

為スコト能ハサルニ至リタルトキハ船舶所有者ハ運送賃ノ四分ノ一ヲ請求スルコトヲ

得 

２ 前項ニ掲ケタル事由カ発航後ニ生シタルトキハ船舶所有者ハ其選択ニ従ヒ運送賃ノ

四分ノ一ヲ請求シ又ハ運送ノ割合ニ応シテ運送賃ヲ請求スルコトヲ得 

 

第七百八十三条 航海ノ途中ニ於テ船舶ヲ修繕スヘキトキハ船舶所有者ハ其修繕中旅客

ニ相当ノ住居及ヒ食料ヲ供スルコトヲ要ス但旅客ノ権利ヲ害セサル範囲内ニ於テ他ノ

船舶ヲ以テ上陸港マテ旅客ヲ運送スルコトヲ提供シタルトキハ此限ニ在ラス 

 

第七百八十四条 旅客運送契約ハ第七百六十条第一項第一号乃至第三号ニ掲ケタル事由

ニ因リテ終了ス若シ其事由カ航海中ニ生シタルトキハ旅客ハ運送ノ割合ニ応シテ運送

賃ヲ支払フコトヲ要ス 

 

第七百八十五条 旅客カ死亡シタルトキハ船長ハ最モ其相続人ノ利益ニ適スヘキ方法ニ

依リテ其船中ニ在ル手荷物ノ処分ヲ為スコトヲ要ス 

 

第七百八十六条 第五百九十条、第五百九十一条第一項、第五百九十二条、第七百三十

八条、第七百三十九条、第七百六十一条及ヒ第七百六十五条ノ規定ハ海上ノ旅客運送

ニ之ヲ準用ス 

２ 第七百四十条及ヒ第七百六十四条ノ規定ハ旅客ノ手荷物ニ之ヲ準用ス 

 

第七百八十七条 旅客運送ヲ為ス為メ船舶ノ全部又ハ一部ヲ以テ運送契約ノ目的ト為シ

タル場合ニ於テハ船舶所有者ト傭船者トノ関係ニ付テハ前節第一款ノ規定ヲ準用ス 

 

第四章 海損 

 

第七百八十八条 船長カ船舶及ヒ積荷ヲシテ共同ノ危険ヲ免レシムル為メ船舶又ハ積荷

ニ付キ為シタル処分ニ因リテ生シタル損害及ヒ費用ハ之ヲ共同海損トス 

２ 前項ノ規定ハ危険カ過失ニ因リテ生シタル場合ニ於テ利害関係人ノ過失者ニ対スル

求償ヲ妨ケス 

 

第七百八十九条 共同海損ハ之ニ因リテ保存スルコトヲ得タル船舶又ハ積荷ノ価格ト運

送賃ノ半額ト共同海損タル損害ノ額トノ割合ニ応シテ各利害関係人之ヲ分担ス 
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第七百九十条 共同海損ノ分担額ニ付テハ船舶ノ価格ハ到達ノ地及ヒ時ニ於ケル価格ト

シ積荷ノ価格ハ陸揚ノ地及ヒ時ニ於ケル価格トス但積荷ニ付テハ其価格中ヨリ滅失ノ

場合ニ於テ支払フコトヲ要セサル運送賃其他ノ費用ヲ控除スルコトヲ要ス 

 

第七百九十一条 前二条ノ規定ニ依リ共同海損ヲ分担スヘキ者ハ船舶ノ到達又ハ積荷ノ

引渡ノ時ニ於テ現存スル価額ノ限度ニ於テノミ其責ニ任ス 

 

第七百九十二条 船舶ニ備附ケタル武器、船員ノ給料、船員及ヒ旅客ノ食料並ニ衣類ハ

共同海損ノ分担ニ付キ其価額ヲ算入セス但此等ノ物ニ加ヘタル損害ハ他ノ利害関係人

之ヲ分担ス 

 

第七百九十三条 船荷証券其他積荷ノ価格ヲ評定スルニ足ルヘキ書類ナクシテ船積シタ

ル荷物又ハ属具目録ニ記載セサル属具ニ加ヘタル損害ハ利害関係人ニ於テ之ヲ分担ス

ルコトヲ要セス 

２ 甲板ニ積込ミタル荷物ニ加ヘタル損害亦同シ但沿岸ノ小航海ニ在リテハ此限ニ在ラ

ス 

３ 前二項ニ掲ケタル積荷ノ利害関係人ト雖モ共同海損ヲ分担スル責ヲ免ルルコトヲ得

ス 

 

第七百九十四条 共同海損タル損害ノ額ハ到達ノ地及ヒ時ニ於ケル船舶ノ価格又ハ陸揚

ノ地及ヒ時ニ於ケル積荷ノ価格ニ依リテ之ヲ定ム但積荷ニ付テハ其滅失又ハ毀損ノ為

メ支払フコトヲ要セサリシ一切ノ費用ヲ控除スルコトヲ要ス 

２ 第五百七十八条ノ規定ハ共同海損ノ場合ニ之ヲ準用ス 

 

第七百九十五条 船荷証券其他積荷ノ価格ヲ評定スルニ足ルヘキ書類ニ積荷ノ実価ヨリ

低キ価額ヲ記載シタルトキハ其積荷ニ加ヘタル損害ノ額ハ其記載シタル価額ニ依リテ

之ヲ定ム 

２ 積荷ノ実価ヨリ高キ価額ヲ記載シタルトキハ其積荷ノ利害関係人ハ其記載シタル価

額ニ応シテ共同海損ヲ分担ス 

３ 前二項ノ規定ハ積荷ノ価格ニ影響ヲ及ホスヘキ事項ニ付キ虚偽ノ記載ヲ為シタル場

合ニ之ヲ準用ス 

 

第七百九十六条 第七百八十九条ノ規定ニ依リテ利害関係人カ共同海損ヲ分担シタル後

船舶、其属具若クハ積荷ノ全部又ハ一部カ其所有者ニ復シタルトキハ其所有者ハ償金

中ヨリ救助料及ヒ一部滅失又ハ毀損ニ因リテ生シタル損害ノ額ヲ控除シタルモノヲ返

還スルコトヲ要ス 

 

第七百九十七条 船舶カ双方ノ船員ノ過失ニ因リテ衝突シタル場合ニ於テ双方ノ過失ノ

軽重ヲ判定スルコト能ハサルトキハ其衝突ニ因リテ生シタル損害ハ各船舶ノ所有者平

分シテ之ヲ負担ス 
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第七百九十八条 共同海損又ハ船舶ノ衝突ニ因リテ生シタル債権ハ一年ヲ経過シタルト

キハ時効ニ因リテ消滅ス 

２ 前項ノ期間ハ共同海損ニ付テハ其計算終了ノ時ヨリ之ヲ起算ス 

 

第七百九十九条 本章ノ規定ハ船舶カ不可抗力ニ因リ発航港又ハ航海ノ途中ニ於テ碇泊

ヲ為ス為メニ要スル費用ニ之ヲ準用ス 

 

第五章 海難救助 

 

第八百条 船舶又ハ積荷ノ全部又ハ一部カ海難ニ遭遇セル場合ニ於テ義務ナクシテ之ヲ

救助シタル者ハ其結果ニ対シテ相当ノ救助料ヲ請求スルコトヲ得 

 

第八百一条 救助料ニ付キ特約ナキ場合ニ於テ其額ニ付キ争アルトキハ危険ノ程度、救

助ノ結果、救助ノ為メニ要シタル労力及ヒ費用其他一切ノ事情ヲ斟酌シテ裁判所之ヲ

定ム 

 

第八百二条 海難ニ際シ契約ヲ以テ救助料ヲ定メタル場合ニ於テ其額カ著シク不相当ナ

ルトキハ当事者ハ其増加又ハ減少ヲ請求スルコトヲ得此場合ニ於テハ前条ノ規定ヲ準

用ス 

 

第八百三条 救助料ノ額ハ特約ナキトキハ救助セラレタル物ノ価額ニ超ユルコトヲ得ス 

２ 先順位ノ先取特権アルトキハ救助料ノ額ハ先取特権者ノ債権額ヲ控除シタル残額ニ

超ユルコトヲ得ス 

 

第八百四条 数人カ共同シテ救助ヲ為シタル場合ニ於テ救助料分配ノ割合ニ付テハ第八

百一条ノ規定ヲ準用ス 

２ 人命ノ救助ニ従事シタル者モ亦前項ノ規定ニ従ヒテ救助料ノ分配ヲ受クルコトヲ得 

 

第八百五条 救助ニ従事シタル船舶カ汽船ナルトキハ救助料ノ三分ノ二、帆船ナルトキ

ハ其二分ノ一ヲ船舶所有者ニ支払ヒ其残額ハ折半シテ之ヲ船長及ヒ海員ニ支払フコト

ヲ要ス 

２ 前項ノ規定ニ依リテ海員ニ支払フヘキ金額ノ分配ハ船長之ヲ行フ此場合ニ於テハ前

条ノ規定ヲ準用ス 

３ 前二項ノ規定ニ反スル契約ハ無効トス 

 

第八百六条 船長カ前条第二項ノ規定ニ依リ救助料ノ分配ヲ為スニハ航海ヲ終ハルマテ

ニ分配案ヲ作リ之ヲ海員ニ告示スルコトヲ要ス 

 

第八百七条 海員カ前条ノ分配案ニ対シテ異議ノ申立ヲ為サントスルトキハ其告示アリ

タル後異議ノ申立ヲ為スコトヲ得ル最初ノ港ノ管海官庁ニ之ヲ為スコトヲ要ス 
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２ 管海官庁ハ異議ヲ理由アリトスルトキハ分配案ヲ更正スルコトヲ得 

３ 船長ハ異議ノ落著前ニハ救助料ノ支払ヲ為スコトヲ得ス 

 

第八百八条 船長カ分配案ノ作成ヲ怠リタルトキハ管海官庁ハ海員ノ請求ニ因リ船長ニ

対シテ分配案ノ作成ヲ命スルコトヲ得 

２ 船長カ前項ノ命令ニ従ハサルトキハ管海官庁ハ分配案ヲ作ルコトヲ得 

 

第八百九条 左ノ場合ニ於テハ救助者ハ救助料ヲ請求スルコトヲ得ス 

一 故意又ハ過失ニ因リテ海難ヲ惹起シタルトキ 

二 正当ノ事由ニ因リテ救助ヲ拒マレタルニ拘ハラス強ヒテ之ニ従事シタルトキ 

三 救助シタル物品ヲ隠匿シ又ハ濫ニ之ヲ処分シタルトキ 

 

第八百十条 救助者ハ其債権ニ付キ救助シタル積荷ノ上ニ先取特権ヲ有ス 

２ 前項ノ先取特権ニハ船舶債権者ノ先取特権ニ関スル規定ヲ準用ス 

 

第八百十一条 船長ハ救助料ノ債務者ニ代ハリテ其支払ニ関スル一切ノ裁判上又ハ裁判

外ノ行為ヲ為ス権限ヲ有ス 

２ 救助料ニ関スル訴ニ於テハ船長ハ自ラ原告又ハ被告ト為ルコトヲ得但其訴ニ付キ言

渡シタル判決ハ救助料ノ債務者ニ対シテモ其効力ヲ有ス 

 

第八百十二条 積荷ノ所有者ハ救助セラレタル物ヲ以テ救助料ヲ支払フ義務ヲ負フ 

 

第八百十三条 積荷ノ上ニ存スル先取特権ハ債務者カ其積荷ヲ第三取得者ニ引渡シタル

後ハ其積荷ニ付キ之ヲ行フコトヲ得ス 

 

第八百十四条 救助料ノ請求権ハ救助ヲ為シタル時ヨリ一年ヲ経過シタルトキハ時効ニ

因リテ消滅ス 

 

第六章 保険 

 

第八百十五条 海上保険契約ハ航海ニ関スル事故ニ因リテ生スルコトアルヘキ損害ノ填

補ヲ以テ其目的トス 

２ 海上保険契約ニハ本章ニ別段ノ定アル場合ヲ除ク外保険法（平成二十年法律第五十

六号）第二章第一節乃至第四節及ビ第六節並ニ第五章ノ規定ヲ適用ス 

 

第八百十六条 保険者ハ本章又ハ保険契約ニ別段ノ定アル場合ヲ除ク外保険期間中保険

ノ目的ニ付キ航海ニ関スル事故ニ因リテ生シタル一切ノ損害ヲ填補スル責ニ任ス 

 

第八百十七条 保険者ハ被保険者カ支払フヘキ共同海損ノ分担額ヲ填補スル責ニ任ス但

保険価額ノ一部ヲ保険ニ付シタル場合ニ於テハ保険者ノ負担ハ保険金額ノ保険価額ニ

対スル割合ニ依リテ之ヲ定ム 
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第八百十八条 船舶ノ保険ニ付テハ保険者ノ責任カ始マル時ニ於ケル其価額ヲ以テ保険

価額トス 

 

第八百十九条 積荷ノ保険ニ付テハ其船積ノ地及ヒ時ニ於ケル其価額及ヒ船積並ニ保険

ニ関スル費用ヲ以テ保険価額トス 

 

第八百二十条 積荷ノ到達ニ因リテ得ヘキ利益又ハ報酬ノ保険ニ付テハ契約ヲ以テ保険

価額ヲ定メサリシトキハ保険金額ヲ以テ保険価額トシタルモノト推定ス 

 

第八百二十一条 一航海ニ付キ船舶ヲ保険ニ付シタル場合ニ於テハ保険者ノ責任ハ荷物

又ハ底荷ノ船積ニ著手シタル時ヲ以テ始マル 

２ 荷物又ハ底荷ノ船積ヲ為シタル後船舶ヲ保険ニ付シタルトキハ保険者ノ責任ハ契約

成立ノ時ヲ以テ始マル 

３ 前二項ノ場合ニ於テ保険者ノ責任ハ到達港ニ於テ荷物又ハ底荷ノ陸揚カ終了シタル

時ヲ以テ終ハル但其陸揚カ不可抗力ニ因ラスシテ遅延シタルトキハ其終了スヘカリシ

時ヲ以テ終ハル 

 

第八百二十二条 積荷ヲ保険ニ付シ又ハ積荷ノ到達ニ因リテ得ヘキ利益若クハ報酬ヲ保

険ニ付シタル場合ニ於テハ保険者ノ責任ハ其積荷カ陸地ヲ離レタル時ヲ以テ始マリ陸

揚港ニ於テ其陸揚カ終了シタル時ヲ以テ終ハル 

２ 前条第三項但書ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス 

 

第八百二十三条 海上保険証券ニハ保険法第六条第一項ニ掲ケタル事項ノ外左ノ事項ヲ

記載スルコトヲ要ス 

一 船舶ヲ保険ニ付シタル場合ニ於テハ其船舶ノ名称、国籍並ニ種類、船長ノ氏名及

ヒ発航港、到達港又ハ寄航港ノ定アルトキハ其港名 

二 積荷ヲ保険ニ付シ又ハ積荷ノ到達ニ因リテ得ヘキ利益若クハ報酬ヲ保険ニ付シタ

ル場合ニ於テハ船舶ノ名称、国籍並ニ種類、船積港及ヒ陸揚港 

 

第八百二十四条 保険者ノ責任カ始マル前ニ於テ航海ヲ変更シタルトキハ保険契約ハ其

効力ヲ失フ 

２ 保険者ノ責任カ始マリタル後航海ヲ変更シタルトキハ保険者ハ其変更後ノ事故ニ付

キ責任ヲ負フコトナシ但其変更カ保険契約者又ハ被保険者ノ責ニ帰スヘカラサル事由

ニ因リタルトキハ此限ニ在ラス 

３ 到達港ヲ変更シ其実行ニ著手シタルトキハ保険シタル航路ヲ離レサルトキト雖モ航

海ヲ変更シタルモノト看做ス 

 

第八百二十五条 被保険者カ発航ヲ為シ若クハ航海ヲ継続スルコトヲ怠リ又ハ航路ヲ変

更シ其他著シク危険ヲ変更若クハ増加シタルトキハ保険者ハ其変更又ハ増加以後ノ事

故ニ付キ責任ヲ負フコトナシ但其変更又ハ増加カ事故ノ発生ニ影響ヲ及ホササリシト
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キ又ハ保険者ノ負担ニ帰スヘキ不可抗力若クハ正当ノ理由ニ因リテ生シタルトキハ此

限ニ在ラス 

 

第八百二十六条 保険契約中ニ船長ヲ指定シタルトキト雖モ船長ノ変更ハ契約ノ効力ニ

影響ヲ及ホサス 

 

第八百二十七条 積荷ヲ保険ニ付シ又ハ積荷ノ到達ニ因リテ得ヘキ利益若クハ報酬ヲ保

険ニ付シタル場合ニ於テ船舶ヲ変更シタルトキハ保険者ハ其変更以後ノ事故ニ付キ責

任ヲ負フコトナシ但其変更カ保険契約者又ハ被保険者ノ責ニ帰スヘカラサル事由ニ因

リタルトキハ此限ニ在ラス 

 

第八百二十八条 保険契約ヲ為スニ当タリ荷物ヲ積込ムヘキ船舶ヲ定メサリシ場合ニ於

テ保険契約者又ハ被保険者カ其荷物ヲ船積シタルコトヲ知リタルトキハ遅滞ナク保険

者ニ対シテ船舶ノ名称及ヒ国籍ノ通知ヲ発スルコトヲ要ス 

２ 保険契約者又ハ被保険者カ前項ノ通知ヲ怠リタルトキハ保険契約ハ其効力ヲ失フ 

 

第八百二十九条 保険者ハ左ニ掲ケタル損害又ハ費用ヲ填補スル責ニ任セス 

一 保険ノ目的ノ性質若クハ瑕疵、其自然ノ消耗又ハ保険契約者若クハ被保険者ノ悪

意若クハ重大ナル過失ニ因リテ生シタル損害 

二 船舶又ハ運送賃ヲ保険ニ付シタル場合ニ於テ発航ノ当時安全ニ航海ヲ為スニ必要

ナル準備ヲ為サス又ハ必要ナル書類ヲ備ヘサルニ因リテ生シタル損害 

三 積荷ヲ保険ニ付シ又ハ積荷ノ到達ニ因リテ得ヘキ利益若クハ報酬ヲ保険ニ付シタ

ル場合ニ於テ傭船者、荷送人又ハ荷受人ノ悪意若クハ重大ナル過失ニ因リテ生シタ

ル損害 

四 水先案内料、入港料、燈台料、検疫料其他船舶又ハ積荷ニ付キ航海ノ為メニ出タ

シタル通常ノ費用 

 

第八百三十条 共同海損ニ非サル損害又ハ費用カ其計算ニ関スル費用ヲ算入セスシテ保

険価額ノ百分ノ二ヲ超エサルトキハ保険者ハ之ヲ填補スル責ニ任セス 

２ 右ノ損害又ハ費用カ保険価額ノ百分ノ二ヲ超エタルトキハ保険者ハ其全額ヲ支払フ

コトヲ要ス 

３ 前二項ノ規定ハ当事者カ契約ヲ以テ保険者ノ負担セサル損害又ハ費用ノ割合ヲ定メ

タル場合ニ之ヲ準用ス 

４ 前三項ニ定メタル割合ハ各航海ニ付キ之ヲ計算ス 

 

第八百三十一条 保険ノ目的タル積荷カ毀損シテ陸揚港ニ到達シタルトキハ保険者ハ其

積荷カ毀損シタル状況ニ於ケル価額ノ毀損セサル状況ニ於テ有スヘカリシ価額ニ対ス

ル割合ヲ以テ保険価額ノ一部ヲ填補スル責ニ任ス 

 

第八百三十二条 航海ノ途中ニ於テ不可抗力ニ因リ保険ノ目的タル積荷ヲ売却シタルト

キハ其売却ニ依リテ得タル代価ノ中ヨリ運送賃其他ノ費用ヲ控除シタルモノト保険価
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額トノ差ヲ以テ保険者ノ負担トス但保険価額ノ一部ヲ保険ニ付シタル場合ニ於テ保険

法第十九条ノ適用ヲ妨ケス 

２ 前項ノ場合ニ於テ買主カ代価ヲ支払ハサルトキハ保険者ハ其支払ヲ為スコトヲ要ス

但其支払ヲ為シタルトキハ被保険者ノ買主ニ対シテ有セル権利ヲ取得ス 

 

第八百三十三条 左ノ場合ニ於テハ被保険者ハ保険ノ目的ヲ保険者ニ委付シテ保険金額

ノ全部ヲ請求スルコトヲ得 

一 船舶カ沈没シタルトキ 

二 船舶ノ行方カ知レサルトキ 

三 船舶カ修繕スルコト能ハサルニ至リタルトキ 

四 船舶又ハ積荷カ捕獲セラレタルトキ 

五 船舶又ハ積荷カ官ノ処分ニ依リテ押収セラレ六个月間解放セラレサルトキ 

 

第八百三十四条 船舶ノ存否カ六个月間分明ナラサルトキハ其船舶ハ行方ノ知レサルモ

ノトス 

２ 保険期間ノ定アル場合ニ於テ其期間カ前項ノ期間内ニ経過シタルトキト雖モ被保険

者ハ委付ヲ為スコトヲ得但船舶カ保険期間内ニ滅失セサリシコトノ証明アリタルトキ

ハ其委付ハ無効トス 

 

第八百三十五条 第八百三十三条第三号ノ場合ニ於テ船長カ遅滞ナク他ノ船舶ヲ以テ積

荷ノ運送ヲ継続シタルトキハ被保険者ハ其積荷ヲ委付スルコトヲ得ス 

 

第八百三十六条 被保険者カ委付ヲ為サント欲スルトキハ三个月内ニ保険者ニ対シテ其

通知ヲ発スルコトヲ要ス 

２ 前項ノ期間ハ第八百三十三条第一号、第三号及ヒ第四号ノ場合ニ於テハ被保険者カ

其事由ヲ知リタル時ヨリ之ヲ起算ス 

３ 再保険ノ場合ニ於テハ第一項ノ期間ハ其被保険者カ自己ノ被保険者ヨリ委付ノ通知

ヲ受ケタル時ヨリ之ヲ起算ス 

 

第八百三十七条 委付ハ単純ナルコトヲ要ス 

２ 委付ハ保険ノ目的ノ全部ニ付テ之ヲ為スコトヲ要ス但委付ノ原因カ其一部ニ付テ生

シタルトキハ其部分ニ付テノミ之ヲ為スコトヲ得 

３ 保険価額ノ一部ヲ保険ニ付シタル場合ニ於テハ委付ハ保険金額ノ保険価額ニ対スル

割合ニ応シテ之ヲ為スコトヲ得 

 

第八百三十八条 保険者カ委付ヲ承認シタルトキハ後日其委付ニ対シテ異議ヲ述フルコ

トヲ得ス 

 

第八百三十九条 保険者ハ委付ニ因リ被保険者カ保険ノ目的ニ付キ有セル一切ノ権利ヲ

取得ス 

２ 被保険者カ委付ヲ為シタルトキハ保険ノ目的ニ関スル証書ヲ保険者ニ交付スルコト
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ヲ要ス 

 

第八百四十条 被保険者ハ委付ヲ為スニ当タリ保険者ニ対シ保険ノ目的ニ関スル他ノ保

険契約並ニ其負担ニ属スル債務ノ有無及ヒ其種類ヲ通知スルコトヲ要ス 

２ 保険者ハ前項ノ通知ヲ受クルマテハ保険金額ノ支払ヲ為スコトヲ要セス 

３ 保険金額ノ支払ニ付キ期間ノ定アルトキハ其期間ハ保険者カ第一項ノ通知ヲ受ケタ

ル時ヨリ之ヲ起算ス 

 

第八百四十一条 保険者カ委付ヲ承認セサルトキハ被保険者ハ委付ノ原因ヲ証明シタル

後ニ非サレハ保険金額ノ支払ヲ請求スルコトヲ得ス 

 

第八百四十一条ノ二 本章ノ規定ハ相互保険ニ之ヲ準用ス但其性質ガ之ヲ許サザルトキ

ハ此限ニ在ラズ 

 

第七章 船舶債権者 

 

第八百四十二条 左ニ掲ケタル債権ヲ有スル者ハ船舶、其属具及ヒ未タ受取ラサル運送

賃ノ上ニ先取特権ヲ有ス 

一 船舶並ニ其属具ノ競売ニ関スル費用及ヒ競売手続開始後ノ保存費 

二 最後ノ港ニ於ケル船舶及ヒ其属具ノ保存費 

三 航海ニ関シ船舶ニ課シタル諸税 

四 水先案内料及ヒ挽船料 

五 救助料及ヒ船舶ノ負担ニ属スル共同海損 

六 航海継続ノ必要ニ因リテ生シタル債権 

七 雇傭契約ニ因リテ生シタル船長其他ノ船員ノ債権 

八 船舶カ其売買又ハ製造ノ後未タ航海ヲ為ササル場合ニ於テ其売買又ハ製造並ニ艤

装ニ因リテ生シタル債権及ヒ最後ノ航海ノ為メニスル船舶ノ艤装、食料並ニ燃料ニ

関スル債権 

 

第八百四十三条 船舶債権者ノ先取特権ハ運送賃ニ付テハ其先取特権ノ生シタル航海ニ

於ケル運送賃ノ上ニノミ存在ス 

 

第八百四十四条 船舶債権者ノ先取特権カ互ニ競合スル場合ニ於テハ其優先権ノ順位ハ

第八百四十二条ニ掲ケタル順序ニ従フ但同条第四号乃至第六号ノ債権間ニ在リテハ後

ニ生シタルモノ前ニ生シタルモノニ先ツ 

２ 同一順位ノ先取特権者数人アルトキハ各其債権額ノ割合ニ応シテ弁済ヲ受ク但第八

百四十二条第四号乃至第六号ノ債権カ同時ニ生セサリシ場合ニ於テハ後ニ生シタルモ

ノ前ニ生シタルモノニ先ツ 

３ 先取特権カ数回ノ航海ニ付テ生シタル場合ニ於テハ前二項ノ規定ニ拘ハラス後ノ航

海ニ付テ生シタルモノ前ノ航海ニ付テ生シタルモノニ先ツ 
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第八百四十五条 船舶債権者ノ先取特権ト他ノ先取特権ト競合スル場合ニ於テハ船舶債

権者ノ先取特権ハ他ノ先取特権ニ先ツ 

 

第八百四十六条 船舶所有者カ其船舶ヲ譲渡シタル場合ニ於テハ譲受人ハ其譲渡ヲ登記

シタル後先取特権者ニ対シ一定ノ期間内ニ其債権ノ申出ヲ為スヘキ旨ヲ公告スルコト

ヲ要ス但其期間ハ一个月ヲ下ルコトヲ得ス 

２ 先取特権者カ前項ノ期間内ニ其債権ノ申出ヲ為ササリシトキハ其先取特権ハ消滅ス 

 

第八百四十七条 船舶債権者ノ先取特権ハ其発生後一年ヲ経過シタルトキハ消滅ス 

２ 第八百四十二条第八号ノ先取特権ハ船舶ノ発航ニ因リテ消滅ス 

 

第八百四十八条 登記シタル船舶ハ之ヲ以テ抵当権ノ目的ト為スコトヲ得 

２ 船舶ノ抵当権ハ其属具ニ及フ 

３ 船舶ノ抵当権ニハ不動産ノ抵当権ニ関スル規定ヲ準用ス此場合ニ於テハ民法第三百

八十四条第一号中「抵当権を実行して競売の申立てをしないとき」トアルハ「抵当権

の実行としての競売の申立て若しくはその提供を承諾しない旨の第三取得者に対する

通知をせず、又はその通知をした債権者が抵当権の実行としての競売の申立てをする

ことができるに至った後一週間以内にこれをしないとき」ト読替フルモノトス 

 

第八百四十九条 船舶ノ先取特権ハ抵当権ニ先チテ之ヲ行フコトヲ得 

 

第八百五十条 登記シタル船舶ハ之ヲ以テ質権ノ目的ト為スコトヲ得ス 

 

第八百五十一条 本章ノ規定ハ製造中ノ船舶ニ之ヲ準用ス 


